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…
…
…
…
…
…
…
…
…
１１
２

第
９
条

諸
費
の
支
給
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１１
２

附
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１１
２

別
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１１
４

公
認
審
判
員
制
度
に
関
す
る
早
見
表
…
…
…
…
…
…
…
…
１１
９

競
技

規
則

◆
10
◆



競
技
規
則

ダ
ブ
ル
ス
の
マ
ッ
チ

第
１
章

総
則

（
目
的
）

第
１
条

競
技
（
ダ
ブ
ル
ス
マ
ッ
チ
）
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
２
章

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
場

（
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
場
）

第
２
条

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
場
は
コ
ー
ト
及
び
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
並
び
に

ネ
ッ
ト
・
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
及
び
審
判
台
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

（
コ
ー
ト
及
び
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
）

第
３
条

コ
ー
ト
及
び
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
は
同
一
平
面
の
平
坦
な
ス
ペ

ー
ス
で
、
プ
レ
ー
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ア
ウ
ト
ド
ア
に
お
い
て
は
排
水
を

考
慮
し
、
プ
レ
ー
に
支
障
の
な
い
程
度
に
傾
斜
を
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
コ
ー
ト
及
び
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
の
サ
ー
フ
ェ
ー
ス
）

第
４
条

コ
ー
ト
及
び
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
の
サ
ー
フ
ェ
ー
ス
は
、
ア
ウ

ト
ド
ア
で
は
ク
レ
ー
、
砂
入
り
人
工
芝
又
は
全
天
候
型
ケ
ミ
カ

ル
等
と
し
、
イ
ン
ド
ア
で
は
木
板
、
砂
入
り
人
工
芝
、
硬
質
ラ

バ
ー
、
ケ
ミ
カ
ル
等
と
す
る
。

競
技
規
則

第
1
条
～
第
4
条

◆
13
◆



（
線
名
）
 

（
区
画
）
 

（
長
さ
）
 

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

Ａ
Ｃ
，
Ｂ
Ｄ
 

23
.7
7m
 

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
 

Ａ
Ｂ
，
Ｃ
Ｄ
 

10
.9
7m
 

サ
ー
ビ
ス
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
 
Ｅ
Ｇ
，
Ｆ
Ｈ
 

12
.8
0m
 

サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
 

Ｅ
Ｆ
，
Ｇ
Ｈ
 

8.
23
m
 

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
 
Ｍ
Ｎ
 

12
.8
0m
 

セ
ン
タ
ー
マ
ー
ク
 

Ｒ
・
Ｓ
 
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
内
側
 

  
か
ら
中
へ
10
cm

（
コ
ー
ト
）

第
５
条

コ
ー
ト
は
、
縦
２３
．７
７
ｍ
、
横
１０
．９
７
ｍ
の
長
方
形
と
し
、

区
画
す
る
ラ
イ
ン
の
外
側
を
境
界
と
し
、
そ
の
中
央
を
ネ
ッ
ト

ポ
ス
ト
で
支
え
ら
れ
た
ネ
ッ
ト
で
二
分
さ
れ
る
。

（
コ
ー
ト
の
名
称
並
び
に
長
さ
）

第
６
条

コ
ー
ト
の
区
画
及
び
ラ
イ
ン
の
名
称
と
長
さ
は
次
の
と
お

り
と
す
る
。

（
コ
ー
ト
の
ラ
イ
ン
の
幅
）

第
７
条

コ
ー
ト
の
ラ
イ
ン
は
原
則
と
し
て
白
色
で
、
幅
は
５

cm

以
上
６

cm
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
の
幅
は
５

cm

以
上
１０

cm
以
内
と
す
る
。

［
解
説
１
］

原
則
と
は
、
色
と
幅
に
対
す
る
原
則
で
あ
る
。

ラ
イ
ン
の
種
類
と
は
、
消
石
灰
、
紙
テ
ー
プ
・
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ

等
が
あ
る
。

マ
ッ
チ
中
に
ラ
イ
ン
の
テ
ー
プ
が
破
損
し
移
動
し
た
場
合
の
限
界

は
、
ラ
イ
ン
テ
ー
プ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
外
側
を
も
っ
て
境
界

と
す
る
。
そ
の
判
定
は
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
行
う
。

（
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
）

第
８
条

ア
ウ
ト
コ
ー
ト
は
コ
ー
ト
の
周
囲
の
ス
ペ
ー
ス
で
、
ベ
ー

ス
ラ
イ
ン
か
ら
後
方
に
８
ｍ
以
上
、
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
は
外

側
に
６
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

２
コ
ー
ト
が
２
面
以
上
な
ら
ぶ
場
合
、
隣
接
す
る
コ
ー
ト
に
お
い

て
接
す
る
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
間
隔
は
５
ｍ
以
上
で
あ
る
こ
と
を

原
則
と
す
る
。

（
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
）

第
９
条

ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
は
直
径
７
．５

cm
以
上
１５

cm
以
内
と
す
る
。

［
解
説
２
］

１
）
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
に
ネ
ッ
ト
巻
き
器
が
外
側
に
付
い
て
い
る
場
合
、

ネ
ッ
ト
巻
き
器
も
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
の
一
部
分
と
み
な
す
。

２
）
移
動
式
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
で
両
側
の
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
を
支
え
る
パ

イ
プ
が
ネ
ッ
ト
の
下
部
に
あ
る
場
合
は
、
そ
の
パ
イ
プ
も
ネ
ッ

ト
ポ
ス
ト
の
一
部
と
み
な
す
。
但
し
、
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
を
立
て

る
た
め
の
台
・
支
持
棒
は
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
と
は
み
な
さ
な
い
。

（
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
の
位
置
）

第
１０
条

ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
は
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
央
部
の
外
側
に
位

置
し
、
両
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
同
一
の
距
離
に
垂
直
に
固
定
さ

せ
る
。

２
両
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
の
間
隔
は
そ
の
外
側
に
お
い
て
１２
．８
０
ｍ
と

し
、
そ
の
高
さ
は
１
．０
７
ｍ
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
備
等
の
状
況

に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
の
高
さ
を
１
．０

６
ｍ
か
ら
１
．０
７
ｍ
ま
で
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
判
台
）

第
１１
条

審
判
台
の
座
席
の
高
さ
は
１
．５
０
ｍ
を
標
準
と
し
、
ネ
ッ
ト

ポ
ス
ト
か
ら
審
判
台
の
最
も
近
い
部
分
の
水
平
距
離
で
６０

cm
の

競
技
規
則

第
5
条
～
第
7
条

競
技
規
則

第
8
条
～
第
1
1
条

◆
14
◆

◆
15
◆



と
こ
ろ
に
置
く
も
の
と
す
る
。

第
３
章

用
具

（
ネ
ッ
ト
）

第
１２
条

ネ
ッ
ト
の
規
格
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
色
は
原
則
と
し
て
黒
色
と
す
る
。

（
２
）
高
さ
は
１
．０
７
ｍ
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
備
等
の
状
況
に
よ

り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
１
．０
６
ｍ
か
ら
１
．０
７
ｍ
ま
で
の
範

囲
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
ネ
ッ
ト
を
張
っ
た
時
の
高

さ
は
、
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
上
に
お
い
て
１
．０
６
ｍ
か
ら
１
．０
７
ｍ

と
し
水
平
に
張
る
も
の
と
す
る
。）

（
３
）
長
さ
は
１２
．６
５
ｍ
と
す
る
。

（
４
）
網
目
は
縦
横
と
も
３
．５

cm
以
内
の
四
角
形
と
す
る
。

（
５
）
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
は
長
さ
１５
ｍ
、
直
径
４
．５
ｍ
ｍ
を
標
準

と
す
る
。

（
６
）
上
端
は
両
面
に
お
い
て
幅
５

cm
以
上
６

cm
以
内
の
白
布

で
被
う
。

（
７
）
ネ
ッ
ト
の
両
端
は
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
に
、
下
端
は
コ
ー
ト
に

接
着
さ
せ
る
。

（
ボ
ー
ル
）

第
１３
条

ボ
ー
ル
は
空
気
の
入
っ
て
い
る
ゴ
ム
製
品
で
、
原
則
と
し

て
白
色
と
し
、
そ
の
規
格
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
バ
ウ
ン
ド
の
高
さ
は
、
マ
ッ
チ
を
行
う
コ
ー
ト
に
お
い
て

ボ
ー
ル
の
下
端
が
１
．５
０
ｍ
の
高
さ
か
ら
故
意
に
力
を
加
え
る

こ
と
な
く
落
下
さ
せ
た
場
合
、
コ
ー
ト
面
で
弾
ん
だ
後
の
最

高
到
達
点
が
ボ
ー
ル
の
下
端
で
７０

cm
か
ら
８０

cm
ま
で
の
範

囲
と
な
る
よ
う
調
節
す
る
。

（
２
）
重
さ
は
３０
ｇ
以
上
３１
ｇ
以
下
と
す
る
。

（
３
）
直
径
は
６
．６

cm
（
±
０
．１

cm
）
と
す
る
。

［
解
説
３
］

公
認
球
は
、
白
色
及
び
黄
色
で
あ
る
が
、
大
会
要
項
で
ボ
ー
ル
の

色
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
白
色
の
ボ
ー
ル
を
使
用
す
る
。

な
お
、
競
技
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ボ
ー
ル
が
自
然
に
変
色
し

た
場
合
は
、
そ
の
ボ
ー
ル
は
元
の
色
の
ま
ま
で
あ
る
と
み
な
す
。

（
ラ
ケ
ッ
ト
）

第
１４
条

ラ
ケ
ッ
ト
は
両
面
の
プ
レ
ー
特
性
が
同
一
に
な
る
よ
う
に

設
計
さ
れ
、
フ
レ
ー
ム
に
ス
ト
リ
ン
グ
を
張
っ
た
も
の
と
し
、

打
球
面
は
平
面
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

ス
ト
リ
ン
グ
の
張
り
上
が
り
状
態
は
お
お
む
ね
均
一
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
フ
レ
ー
ム
は
い
か
な
る
材
質
、
重
量
、
寸
法
、
形
状
で
あ
っ
て

も
良
い
。

３
ス
ト
リ
ン
グ
は
フ
レ
ー
ム
に
結
合
し
て
お
り
、
交
互
に
交
錯
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
ス
ト
リ
ン
グ
は
ボ
ー
ル
に
過
度
の
変
化
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

［
解
説
４
］

１
．
ラ
ケ
ッ
ト
の
長
さ
、
フ
レ
ー
ム
の
大
き
さ
は
記
載
し
て
い
な
い

が
、（
財
）日
本
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟
で
ラ
ケ
ッ
ト
を
公
認
し
、
公

認
マ
ー
ク
を
貼
付
し
た
ラ
ケ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
。

２
．
打
球
面
に
異
物
を
取
り
付
け
る
等
で
、
ボ
ー
ル
に
特
別
な
影
響

が
与
え
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
ラ
ケ
ッ
ト
の
使
用
を
認
め
な
い
。

判
断
は
レ
フ
ェ
リ
ー
が
行
う
。

競
技
規
則

第
1
2
条
～
第
1
3
条

競
技
規
則

第
1
4
条

◆
16
◆

◆
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◆



第
４
章

競
技

（
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
心
得
）

第
１５
条

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
互
い
に
マ
ナ
ー
を
尊
重
し
、
次
の
事
項
を

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
過
度
の
か
け
声
、
又
は
相
手
を
不
快
に
す
る
発
声
を
し
な

い
こ
と
。

（
２
）
マ
ッ
チ
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
連
続
的
に
プ
レ
ー
し
、
次

の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
サ
イ
ド
の
チ
ェ
ン

ジ
及
び
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
に
入
る
場
合
又
は
第
１７
条
第
２

項
に
規
定
す
る
シ
ョ
ー
ト
マ
ッ
チ
に
お
け
る
１０
ポ
イ
ン
ト
終

了
後
の
サ
イ
ド
の
チ
ェ
ン
ジ
の
場
合
は
、
ポ
イ
ン
ト
の
終
了

か
ら
１
分
以
内
に
次
の
ポ
イ
ン
ト
を
開
始
す
る
体
勢
に
入
る

も
の
と
す
る
（
レ
ッ
ツ
プ
レ
イ
）。

ア
相
手
が
レ
シ
ー
ブ
の
構
え
を
し
て
い
る
の
に
サ
ー
ビ

ス
を
せ
ず
、
又
は
相
手
方
が
サ
ー
ビ
ス
を
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
に
レ
シ
ー
ブ
の
構
え
を
し
な
い
こ
と
。

イ
故
意
に
ゲ
ー
ム
を
長
び
か
せ
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

ウ
マ
ッ
チ
の
進
行
に
支
障
と
な
る
状
態
で
パ
ー
ト
ナ
ー

同
士
の
打
ち
あ
わ
せ
を
し
た
り
、
又
は
休
息
を
す
る
こ
と
。

エ
ゲ
ー
ム
終
了
後
次
の
ゲ
ー
ム
に
う
つ
る
構
え
を
し
な

い
こ
と
。

オ
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
内
の
サ
イ
ド
の
チ
ェ
ン
ジ
の
場

合
に
休
息
を
す
る
こ
と
。

カ
ラ
ケ
ッ
ト
の
修
理
を
す
る
こ
と
。

（
３
）
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
指
示
に
従
い
プ
レ
ー
す
る
こ
と
。

［
解
説
５
］

プ
レ
ー
ヤ
ー
の
心
得
を
第
１５
条
に
ま
と
め
た
。
過
度
の
か
け
声
・

連
続
プ
レ
ー
等
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
心
得
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
判
定

は
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
判
断
と
す
る
。

（
マ
ッ
チ
）

第
１６
条

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
競
技
規
則
に
従
い
、
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
に
終

始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
マ
ッ
チ
は
２
人
を
も
っ
て
１
ペ
ア
を
編
成
し
、
各
プ
レ
ー
ヤ
ー

は
常
に
１
本
の
ラ
ケ
ッ
ト
を
用
い
て
競
技
を
行
う
。

３
ボ
ー
ル
は
相
対
す
る
ペ
ア
で
、
交
互
に
、
い
ず
れ
か
１
人
の
プ

レ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
打
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゲ
ー
ム
の
回
数
）

第
１７
条

マ
ッ
チ
は
通
常
７
ゲ
ー
ム
又
は
９
ゲ
ー
ム
で
行
う
。

２
シ
ョ
ー
ト
マ
ッ
チ
と
し
て
１５
ポ
イ
ン
ト
マ
ッ
チ
、
３
ゲ
ー
ム
及

び
５
ゲ
ー
ム
、
ロ
ン
グ
マ
ッ
チ
と
し
て
１５
ポ
イ
ン
ト
、
３
ゲ
ー

ム
、
５
ゲ
ー
ム
、
７
ゲ
ー
ム
又
は
９
ゲ
ー
ム
を
１
セ
ッ
ト
と
し

３
セ
ッ
ト
及
び
５
セ
ッ
ト
マ
ッ
チ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
解
説
６
］

ゲ
ー
ム
は
、
４
ポ
イ
ン
ト
の
先
取
（
デ
ュ
ー
ス
を
除
く
）
が
原
則

で
あ
る
が
、
特
別
な
理
由
で
マ
ッ
チ
を
短
縮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場

合
、
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
の
み
の
マ
ッ
チ
を
実
施
し
よ
う
と
し
、
７

ポ
イ
ン
ト
先
取
を
１５
ポ
イ
ン
ト
の
先
取
と
し
、
５
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ
と

同
じ
程
度
の
内
容
と
し
て
実
施
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

（
ゲ
ー
ム
の
勝
敗
）

第
１８
条

ゲ
ー
ム
は
４
ポ
イ
ン
ト
の
先
取
で
勝
ち
と
す
る
。
た
だ
し
、

双
方
の
ペ
ア
が
３
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
得
た
場
合
は
デ
ュ
ー
ス
と
し
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
デ
ュ
ー
ス
の
後
１
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
場
合
、
そ
の
ペ
ア
の

ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
と
な
り
、
そ
の
後
続
い
て
１
ポ
イ
ン
ト
を

競
技
規
則

第
1
5
条

競
技
規
則

第
1
6
条
～
第
1
8
条

◆
18
◆

◆
19
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得
た
場
合
は
そ
の
ゲ
ー
ム
の
勝
ち
と
す
る
。

（
２
）
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
の
次
に
相
手
の
ペ
ア
が
１
ポ
イ
ン
ト
得

た
場
合
は
デ
ュ
ー
ス
ア
ゲ
ン
と
な
り
、
以
後
は
デ
ュ
ー
ス
の

場
合
と
同
じ
と
す
る
。

２
７
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ
に
お
い
て
、
双
方
の
ペ
ア
が
３
ゲ
ー
ム
ず
つ

得
た
場
合
、
次
の
ゲ
ー
ム
を
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
と
し
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
な
お
３
ゲ
ー
ム
の
マ
ッ
チ
に
お
い
て
双
方
の

ペ
ア
が
１
ゲ
ー
ム
ず
つ
得
た
場
合
、
５
ゲ
ー
ム
の
マ
ッ
チ
に
お

い
て
双
方
の
ペ
ア
が
２
ゲ
ー
ム
ず
つ
得
た
場
合
及
び
９
ゲ
ー
ム

の
マ
ッ
チ
に
お
い
て
双
方
の
ペ
ア
が
４
ゲ
ー
ム
ず
つ
得
た
場
合

も
同
様
と
す
る
。

（
１
）
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
７
ポ
イ
ン
ト
の
先
取
を
も
っ

て
勝
ち
と
す
る
。

（
２
）
双
方
の
ペ
ア
が
６
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
を
得
た
場
合
は
デ
ュ
ー

ス
と
し
、
第
１
項
各
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
１５
ポ
イ
ン
ト
マ
ッ
チ
に
お
い
て
は
、
第
３２
条
第
２
項
に
準
じ
て

行
い
１５
ポ
イ
ン
ト
の
先
取
を
も
っ
て
勝
ち
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
双
方
の
ペ
ア
が
１４
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
得
た
場
合
は
デ

ュ
ー
ス
と
し
、
第
１
項
各
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
マ
ッ
チ
の
勝
敗
）

第
１９
条

複
数
ゲ
ー
ム
で
マ
ッ
チ
を
行
っ
た
場
合
は
、
過
半
数
の
ゲ

ー
ム
を
得
た
ペ
ア
の
勝
ち
と
す
る
。

２
複
数
の
セ
ッ
ト
で
マ
ッ
チ
を
行
っ
た
場
合
は
、
各
セ
ッ
ト
ご
と

に
過
半
数
の
ゲ
ー
ム
を
得
た
ペ
ア
が
当
該
セ
ッ
ト
を
得
る
も
の

と
し
、
過
半
数
の
セ
ッ
ト
を
得
た
ペ
ア
を
勝
ち
と
す
る
。

（
サ
ー
ビ
ス
）

第
２０
条

サ
ー
ビ
ス
は
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
、ト
ス（
サ

ー
ビ
ス
を
し
よ
う
と
し
て
手
か
ら
ボ
ー
ル
を
放
す
こ
と
を
い
う
。

以
下
同
じ
）
を
し
た
瞬
間
に
始
ま
り
、
ボ
－
ル
が
コ
ー
ト
（
ア

ウ
ト
コ
ー
ト
を
含
む
）
に
落
ち
る
ま
で
の
間
に
、
そ
の
ボ
ー
ル

を
ラ
ケ
ッ
ト
で
打
っ
た
瞬
間
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
。

２
片
手
し
か
使
え
な
い
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
ラ
ケ
ッ
ト
を
用
い
て
ト
ス

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
解
説
７
］

片
手
し
か
使
え
な
い
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
ラ
ケ
ッ
ト
で
２
度
打
つ
こ

と
を
認
め
て
お
り
、
片
手
し
か
使
え
な
い
小
学
生
等
で
ラ
ケ
ッ
ト
で

も
ト
ス
が
上
げ
ら
れ
な
い
場
合
、
有
利
に
な
ら
な
い
方
法
で
あ
れ
ば
、

１
度
グ
ラ
ン
ド
に
バ
ウ
ン
ド
さ
せ
、
弾
ん
だ
ボ
ー
ル
で
サ
ー
ビ
ス
す

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
判
断
は
レ
フ
ェ
リ
ー（
競
技
責
任
者
）

が
行
う
。

（
サ
ー
ビ
ス
の
時
期
）

第
２１
条

サ
ー
ビ
ス
は
正
審
の
コ
ー
ル
が
あ
っ
た
後
、
レ
シ
ー
バ
ー

に
用
意
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
す
み
や
か
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
解
説
８
］

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
前
提
条
件
は
２
つ
あ
り

１
つ
は
正
審
の
コ
ー
ル
（
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル
・
レ
ッ
ト
或
い
は
フ

ォ
ー
ル
ト
の
コ
ー
ル
等
）
が
あ
っ
た
こ
と
。

２
つ
目
は
レ
シ
ー
バ
ー
の
用
意
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
う
ち
一
つ
で
も
欠
け
て
い
た
ら
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
は

レ
ッ
ト
と
な
る
。
従
っ
て
、
正
審
は
サ
ー
ビ
ス
の
フ
ォ
ー
ル
ト
の
原

因
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
「
レ
ッ
ト
」
と
コ
ー
ル
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
上
記
の
二
つ
の
条
件
が
整
っ

て
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

競
技
規
則

第
1
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条
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2
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2
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（
サ
ー
バ
ー
及
び
レ
シ
ー
バ
ー
）

第
２２
条

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
ネ
ッ
ト
に
向
か
っ
て
相
対
し
、
サ
ー
ビ
ス

を
す
る
ペ
ア
を
サ
ー
バ
ー
と
い
い
、
レ
シ
ー
ブ
を
す
る
ペ
ア
を

レ
シ
ー
バ
ー
と
い
う
。

（
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
位
置
）

第
２３
条

サ
ー
ビ
ス
は
、
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
セ
ン
タ
ー
マ
ー
ク
の

そ
れ
ぞ
れ
の
仮
想
延
長
線
の
間
で
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
の
外
で
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
解
説
９
］

ラ
イ
ン
は
５

cm
か
ら
６

cm
の
幅
が
あ
り
、
そ
の
有
効
範
囲
は
、

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
セ
ン
タ
ー
マ
ー
ク
の
外
側
が
限
界
と
な
る
。
又
、

サ
ー
ビ
ス
の
ト
ス
に
連
続
す
る
動
作
は
、
規
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
、

開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
）

第
２４
条

サ
ー
ビ
ス
は
サ
ー
バ
ー
の
１
人
が
行
い
、
ネ
ッ
ト
に
向
か

っ
て
セ
ン
タ
ー
マ
ー
ク
の
右
側
か
ら
始
め
、
右
・
左
交
互
に
対

角
線
上
の
相
手
方
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
内
に
ボ
ー
ル
を
打
ち
込
む
。

２
２
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
同
一
ゲ
ー
ム
中
に
２
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
交

替
で
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
、
同
一
ゲ
ー
ム
内
で
は
サ
ー
ビ
ス
の
順

序
を
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
サ
ー
ビ
ス
の
フ
ォ
ー
ル
ト
）

第
２５
条

サ
ー
ビ
ス
が
フ
ォ
ー
ル
ト
と
な
る
場
合
は
次
の
と
お
り
と

す
る
。

（
１
）
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
ボ
ー
ル
が
直
接
正
し
い
サ
ー
ビ
ス
コ
ー

ト
内
に
入
ら
な
か
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
第
２６
条
に
規
定
す

る
レ
ッ
ト
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

（
２
）
サ
ー
ビ
ス
を
し
よ
う
と
し
て
手
か
ら
放
し
た
ボ
ー
ル
を
打

た
な
か
っ
た
場
合
。

（
３
）
サ
ー
ビ
ス
を
し
よ
う
と
し
て
ボ
ー
ル
を
２
個
同
時
に
ト
ス

す
る
か
、
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
し
よ
う
と
し
て
、
ボ
ー
ル
を
手

か
ら
放
し
て
そ
れ
を
打
つ
ま
で
の
間
に
、
も
う
１
個
の
ボ
ー

ル
を
手
か
ら
落
と
し
た
場
合
。

（
４
）
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
際
、
ボ
ー
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
に
２
回
以
上

当
た
っ
た
場
合
。

（
５
）
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
又
は
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト

に
触
れ
た
後
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
。

ア
コ
ー
ト
、
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
、
審
判
台
、
フ
ェ
ン
ス
等

に
触
れ
る
前
に
サ
ー
バ
ー
の
ラ
ケ
ッ
ト
（
手
か
ら
離
れ

た
も
の
も
含
む
）、
身
体
、
着
衣
（
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
身
体

に
つ
け
て
い
る
服
装
等
で
帽
子
、
タ
オ
ル
、
眼
鏡
等
も

含
む
。
着
衣
以
下
同
じ
）
に
触
れ
た
場
合
。

イ
サ
ー
バ
ー
の
ラ
ケ
ッ
ト
（
手
か
ら
離
れ
た
も
の
を
含

む
）、
身
体
、
着
衣
が
ネ
ッ
ト
、
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
を
越
え

た
り
触
れ
た
り
し
た
場
合
。

（
６
）
サ
ー
ビ
ス
の
動
作
中
に
、
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー

が
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
、
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
又
は
セ
ン
タ
ー
マ
ー
ク

に
触
れ
た
り
コ
ー
ト
内
に
入
っ
た
場
合
（
フ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ル

ト
）。
た
だ
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
空
間
に

お
い
て
コ
ー
ト
内
に
入
っ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
サ
ー
バ
ー
は
第
１
サ
ー
ビ
ス
が
フ
ォ
ー
ル
ト
に
な
っ
た
場
合
、

第
２
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
解
説
１０
］

１
．
第
１
項
第
２
号
に
は
、
打
ち
損
な
っ
た
場
合
も
含
ま
れ
る
。

２
．
第
１
項
第
３
号
の
場
合
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
フ
ォ
ー
ル
ト
で

あ
る
。
た
だ
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
の
に
用
い
な
か
っ
た
ボ
ー
ル

を
ポ
ケ
ッ
ト
等
に
入
れ
て
い
た
の
が
落
ち
た
場
合
は
含
ま
れ
な
い
。

３
．
第
１
項
第
４
号
カ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
は
、
ボ
ー
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
に

当
た
っ
た
の
は
１
回
と
み
な
す
。
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（
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ッ
ト
）

第
２６
条

サ
ー
ビ
ス
が
レ
ッ
ト
と
な
る
場
合
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
第
２１
条
の
規
定
に
違
反
す
る
も
の
と
正
審
が
判
定
し
た
場

合
。

（
２
）
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
又
は
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト

に
触
れ
た
後
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合
。

ア
そ
の
ボ
ー
ル
が
正
し
い
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
入
っ
た

場
合
。

イ
そ
の
ボ
ー
ル
が
コ
ー
ト
又
は
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
、
審
判

台
、
フ
ェ
ン
ス
等
に
触
れ
る
前
に
レ
シ
ー
バ
ー
の
ラ
ケ

ッ
ト
（
手
か
ら
離
れ
た
の
も
含
む
）、
身
体
、
着
衣
に
触

れ
た
場
合
。

ウ
そ
の
ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
又
は
ネ
ッ
ト
ボ
ス
ト
に
触
れ

る
前
に
レ
シ
ー
バ
ー
の
ラ
ケ
ッ
ト
（
手
か
ら
離
れ
た
も

の
も
含
む
）、
身
体
、
着
衣
が
ネ
ッ
ト
、
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト

を
越
え
た
り
触
れ
た
り
し
た
場
合
。

（
３
）
レ
シ
ー
ブ
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
レ
シ
ー
ブ
を
終
わ
る
前

に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
正
審
が
判
定
し
た
場
合
。

ア
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
判
定
を
誤
っ
た
た
め
に
プ
レ
ー
に

支
障
が
生
じ
た
場
合
。

イ
不
慮
の
突
発
事
故
又
は
他
の
コ
ー
ト
で
使
用
し
て
い

る
ボ
ー
ル
（
そ
の
マ
ッ
チ
で
使
用
し
て
い
る
ボ
ー
ル
を
、

直
接
関
係
者
で
な
い
者
が
投
げ
入
れ
た
も
の
を
含
む
）

若
し
く
は
そ
の
マ
ッ
チ
に
直
接
関
係
の
な
い
者
の
行
為

に
よ
っ
て
プ
レ
ー
が
妨
害
さ
れ
た
場
合
。

ウ
失
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
こ
と
が
双
方
の
ペ
ア
に
同
時
に

発
生
し
た
と
き
。

（
４
）
そ
の
他
正
審
が
特
に
認
め
た
場
合
。

２
サ
ー
ビ
ス
が
レ
ッ
ト
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
や

り
直
す
。

［
解
説
１１
］

１
．
第
１
項
第
１
号
の
場
合
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
入
っ
た
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
や
り
直
し
を
す
る
。

２
．
第
１
項
第
３
号
の
「
レ
シ
ー
ブ
を
終
わ
る
前
」
と
は
、
サ
ー
ビ

ス
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
手
か
ら
ボ
ー
ル
を
放
し
た
瞬
間
か
ら
、
レ

シ
ー
ブ
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
有
効
に
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
ボ
ー
ル
を

ツ
ー
バ
ウ
ン
ド
す
る
前
に
打
つ
ま
で
の
間
を
い
う
。

３
．
第
１
項
第
３
号
の
ア
は
、
レ
シ
ー
ブ
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
返
球

す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断

は
正
審
が
行
う
。
「
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
判
定
を
誤
っ
た
た
め
に
プ

レ
ー
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
」
と
あ
る
の
で
、
「
支
障
」
が
無
か

っ
た
と
見
ら
れ
る
場
合
の
判
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
ボ
ー
ル
に
ス
ピ
ー
ド
が
あ
っ
て
、
ア
ン

パ
イ
ヤ
ー
が
フ
ォ
ー
ル
ト
の
判
定
を
表
示
し
て
も
し
な
く
て
も
、

明
ら
か
に
レ
シ
ー
ブ
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
レ
シ
ー
ブ
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
レ
ッ
ト
に
せ
ず
、
判
定
を
変
更
し
て（
フ

ォ
ー
ル
ト
を
イ
ン
と
改
め
る
）、
レ
シ
ー
バ
ー
の
失
ポ
イ
ン
ト
と

す
る
ケ
ー
ス
を
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ
リ
ー
が
続
い
て
い
る
際

に
同
様
の
こ
と
が
発
生
し
た
場
合
の
扱
い
に
つ
い
て
理
論
を
同
一

に
し
て
い
る
。

４
．
第
１
項
第
３
号
の
イ
の
「
突
発
事
故
」
に
は
、
他
の
コ
ー
ト
で

使
用
し
て
い
る
ボ
ー
ル
及
び
そ
の
マ
ッ
チ
の
直
接
関
係
者
で
な
い

者
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
そ
の
コ
ー
ト
で
使
用
し
て

い
る
ボ
ー
ル
が
他
方
に
行
っ
て
い
た
の
を
、
そ
の
マ
ッ
チ
の
直
接

関
係
者
で
な
い
者
が
投
げ
て
よ
こ
し
た
り
し
た
と
き
は
、
そ
の
時

に
限
り
そ
の
コ
ー
ト
で
使
用
し
て
い
な
い
ボ
ー
ル
と
同
じ
扱
い
と

す
る
。

５
．
第
１
項
第
３
号
の
ウ
の
事
例
は
、
レ
シ
ー
ブ
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ

ー
が
ワ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
内
に
レ
シ
ー
ブ
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ツ

ー
バ
ウ
ン
ド
し
た
と
同
時
に
サ
ー
バ
ー
の
一
人
が
ネ
ッ
ト
に
触
れ

た
場
合
等
が
考
え
ら
れ
る
。

（
サ
ー
ビ
ス
時
の
失
ポ
イ
ン
ト
）

第
２７
条

第
１
サ
ー
ビ
ス
及
び
第
２
サ
ー
ビ
ス
が
と
も
に
フ
ォ
ー
ル

ト
と
な
っ
た
場
合
は
、
ダ
ブ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
と
し
て
１
ポ
イ
ン

ト
を
失
う
。
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（
レ
シ
ー
ブ
）

第
２８
条

レ
シ
ー
ブ
は
有
効
に
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
ボ
ー
ル
を
、
ワ
ン

バ
ウ
ン
ド
後
ツ
ー
バ
ウ
ン
ド
す
る
前
に
打
つ
も
の
と
す
る
。

（
レ
シ
ー
ブ
の
順
序
）

第
２９
条

レ
シ
ー
ブ
の
順
序
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
レ
シ
ー
バ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
ラ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
又
は

レ
フ
ト
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
い
ず
れ
か
で
レ
シ
ー
ブ
す
る
も

の
と
し
、
そ
の
ゲ
ー
ム
中
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
２
）
レ
シ
ー
ブ
は
ラ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
か
ら
始
め
、
右
・

左
交
互
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
レ
シ
ー
ブ
時
の
失
ポ
イ
ン
ト
）

第
３０
条

レ
シ
ー
ブ
に
お
い
て
失
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
場
合
は
次
の
と

お
り
と
す
る
。

（
１
）
レ
シ
ー
ブ
す
べ
き
ボ
ー
ル
を
有
効
に
返
球
で
き
な
か
っ
た

場
合
。

（
２
）
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
ボ
ー
ル
が
直
接
レ
シ
ー
バ
ー
の
ラ
ケ
ッ

ト
、
身
体
又
は
着
衣
に
触
れ
た
場
合
（
ダ
イ
レ
ク
ト
）。

（
３
）
有
効
に
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
ボ
ー
ル
が
ツ
ー
バ
ウ
ン
ド
す
る

前
に
、
レ
シ
ー
ブ
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
ラ
ケ

ッ
ト
、
身
体
又
は
着
衣
に
触
れ
た
場
合（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
）。

（
４
）
レ
シ
ー
ブ
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
レ
シ
ー
ブ
を
終
わ
る
前

に
、
パ
ー
ト
ナ
ー
が
そ
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
触
れ
た
場
合

（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
）。

（
５
）
第
２９
条
第
１
号
の
規
程
に
違
反
し
た
こ
と
が
発
見
さ
れ
た

場
合
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
）。
た
だ
し
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
に

限
る
。

（
サ
ー
ビ
ス
・
レ
シ
ー
ブ
又
は
サ
イ
ド
の
選
択
）

第
３１
条

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
マ
ッ
チ
開
始
前
に
サ
ー
ビ
ス
、
レ
シ
ー

ブ
又
は
サ
イ
ド
の
選
択
を
行
う
。

（
サ
ー
ビ
ス
・
レ
シ
ー
ブ
及
び
サ
イ
ド
の
チ
ェ
ン
ジ
）

第
３２
条

サ
ー
ビ
ス
と
レ
シ
ー
ブ
は
、
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
を
除
き
、

１
ゲ
ー
ム
を
終
わ
る
ご
と
に
相
手
方
と
交
替
し
て
行
い
、
奇
数

ゲ
ー
ム
を
終
わ
る
ご
と
に
サ
イ
ド
の
チ
ェ
ン
ジ
を
行
う
。

２
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
は
、
２
ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
相
手
方
と
サ
ー

ビ
ス
の
チ
ェ
ン
ジ
を
行
い
、
最
初
の
２
ポ
イ
ン
ト
終
了
後
と
以

後
４
ポ
イ
ン
ト
終
了
ご
と
に
サ
イ
ド
の
チ
ェ
ン
ジ
を
行
い
、
サ

ー
ビ
ス
及
び
レ
シ
ー
ブ
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
双
方
の
４
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
２
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
。

（
２
）
最
初
の
２
ポ
イ
ン
ト
の
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
は

そ
れ
ま
で
の
順
序
に
従
い
、
本
来
サ
ー
ビ
ス
の
権
利
を
有
す

る
ペ
ア
の
い
ず
れ
か
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
す
る
。

（
３
）
３
ポ
イ
ン
ト
目
及
び
４
ポ
イ
ン
ト
目
の
サ
ー
ビ
ス
は
最
初

に
レ
シ
ー
ブ
を
行
っ
た
ペ
ア
の
い
ず
れ
か
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が

行
う
。
ま
た
最
初
の
２
ポ
イ
ン
ト
を
サ
ー
ビ
ス
し
た
ペ
ア
の

い
ず
れ
か
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
、
３
ポ
イ
ン
ト
目
の
相
手
方
サ

ー
ビ
ス
を
レ
シ
ー
ブ
す
る
。

（
４
）
５
ポ
イ
ン
ト
目
及
び
６
ポ
イ
ン
ト
目
の
サ
ー
ビ
ス
は
最
初

の
２
ポ
イ
ン
ト
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
ペ
ア
の
も
う
１
人
の

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
行
う
。

（
５
）
７
ポ
イ
ン
ト
目
及
び
８
ポ
イ
ン
ト
目
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
３

ポ
イ
ン
ト
目
及
び
４
ポ
イ
ン
ト
目
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
た
ペ

ア
の
も
う
１
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
行
う
。

（
６
）
以
後
、
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
順
序
に
従
い
サ
ー
ビ

ス
及
び
レ
シ
ー
ブ
を
行
う
。
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（
７
）
サ
ー
ビ
ス
及
び
レ
シ
ー
ブ
の
順
序
は
ゲ
ー
ム
中
替
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

［
解
説
１２
］

１
．
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
は
同
一
ゲ
ー
ム
中
に
サ
ー
ビ
ス
と
レ
シ
ー

ブ
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
始
め
に
行
う
サ
ー
ビ
ス
（
レ
シ
ー
ブ
）

は
、
そ
の
ゲ
ー
ム
の
ス
タ
ー
ト
と
考
え
る
。

２
．
第
２
項
第
３
号
は
、
新
し
い
ゲ
ー
ム
の
始
ま
り
と
考
え
、
３
ポ

イ
ン
ト
目
は
ど
ち
ら
が
サ
ー
ビ
ス
（
レ
シ
ー
ブ
）
を
し
て
も
よ
い
。

た
だ
し
、
以
降
は
順
序
を
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
サ
ー
ビ
ス
の
順
序
又
は
サ
イ
ド
の
誤
り
）

第
３３
条

サ
ー
ビ
ス
の
チ
ェ
ン
ジ
又
は
サ
イ
ド
の
チ
ェ
ン
ジ
の
誤
り

が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
イ
ン
プ
レ
ー
前
で
あ
れ
ば
そ
の
ポ
イ

ン
ト
か
ら
、
イ
ン
プ
レ
ー
後
で
あ
れ
ば
次
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
訂

正
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
有
効
と
し
、
誤
り
に
気
づ

い
て
も
イ
ン
プ
レ
ー
で
は
プ
レ
ー
を
中
断
し
な
い
。

（
１
）
サ
ー
ビ
ス
の
チ
ェ
ン
ジ
を
誤
っ
た
場
合
（
チ
ェ
ン
ジ
サ
ー

ビ
ス
）。
サ
イ
ド
の
チ
ェ
ン
ジ
を
誤
っ
た
場
合
（
チ
ェ
ン
ジ

サ
イ
ズ
）。

（
２
）
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
サ
ー
ビ
ス
の
順
序
を
誤
っ
た
場
合
（
ロ

ー
テ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
ジ
）。

（
３
）
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
順
序
を
誤
っ
た
場
合
（
ロ
ー
テ
シ
ョ

ン
チ
ェ
ン
ジ
）。

２
誤
り
が
第
１
サ
ー
ビ
ス
の
フ
ォ
ー
ル
ト
の
後
に
発
見
さ
れ
た
場

合
は
、
そ
の
時
点
で
正
し
い
順
序
に
訂
正
し
、
第
１
サ
ー
ビ
ス

か
ら
行
う
。

［
解
説
１３
］

誤
り
に
気
づ
い
て
も
イ
ン
プ
レ
ー
で
は
、
プ
レ
ー
を
中
断
し
な
い
。

中
断
し
た
場
合
は
、
中
断
し
た
ペ
ア
ー
の
失
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
。

（
判
定
）

第
３４
条

イ
ン
又
は
ア
ウ
ト
の
判
定
は
、
ボ
ー
ル
の
落
下
点
に
よ
り

行
う
。

２
ラ
イ
ン
に
触
れ
た
も
の
は
イ
ン
と
す
る
。

（
イ
ン
プ
レ
ー
に
お
け
る
失
ポ
イ
ン
ト
）

第
３５
条

イ
ン
プ
レ
ー
に
お
い
て
失
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
場
合
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ッ
ト
又
は
第
１
サ

ー
ビ
ス
の
フ
ォ
ー
ル
ト
に
な
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
１
）
打
球
が
直
接
ネ
ッ
ト
を
越
さ
な
か
っ
た
場
合
（
コ
ー
ル
な

し
）
や
ボ
－
ル
が
ネ
ッ
ト
の
破
れ
目
、
ネ
ッ
ト
の
下
又
は
ネ

ッ
ト
と
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
の
間
を
通
っ
た
場
合
（
ス
ル
ー
）。

た
だ
し
、
次
の
場
合
を
除
く
。

ア
打
球
が
ネ
ッ
ト
又
は
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
に
触
れ
て
、
こ

れ
ら
を
越
え
て
正
し
く
相
手
方
コ
ー
ト
に
入
っ
た
場
合
。

イ
ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
の
外
側
を
回
り
、
又
は
ネ

ッ
ト
ポ
ス
ト
の
外
側
に
触
れ
て
、
相
手
方
コ
ー
ト
に
正

し
く
入
っ
た
場
合
。

（
２
）
打
球
が
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
に
落
ち
た
場
合
、
又
は
直
接
そ
の

マ
ッ
チ
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
、
審
判
台
、
そ
の
他
の
施
設
・
設

備
に
触
れ
た
場
合
（
ア
ウ
ト
）。

（
３
）
ボ
ー
ル
が
ツ
ー
バ
ウ
ン
ド
す
る
前
に
返
球
で
き
な
か
っ
た

場
合
（
ボ
ー
ル
が
ツ
ー
バ
ウ
ン
ド
す
る
前
に
、
そ
の
マ
ッ
チ

の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
、
審
判
台
、
そ
の
他
の
施
設
・
設
備
に
触

れ
た
場
合
を
含
む
）。
た
だ
し
相
手
か
ら
の
ボ
ー
ル
が
一
度
コ

ー
ト
に
バ
ウ
ン
ド
し
た
後
、
ネ
ッ
ト
又
は
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
に

は
ね
返
り
、
そ
の
ボ
ー
ル
が
も
う
一
度
バ
ウ
ン
ド
す
る
前
に
、

正
し
く
返
球
し
た
場
合
は
有
効
返
球
と
み
な
す
。

（
４
）
相
手
の
打
っ
た
ボ
ー
ル
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
身
体
又
は
着
衣

に
触
れ
た
場
合
（
ボ
デ
ィ
タ
ッ
チ
）。
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（
５
）
ラ
ケ
ッ
ト
、
身
体
又
は
着
衣
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
た
場
合
。
た
だ
し
打
球
の
惰
性
で
ラ
ケ
ッ
ト
が
ネ
ッ
ト
を

越
え
た
場
合
、
及
び
相
手
方
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
に
触
れ
る
等
明

ら
か
な
打
球
妨
害
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
ー
）
に
な
ら
な
い
場

合
を
除
く
。

ア
空
振
り
し
て
ラ
ケ
ッ
ト
が
ネ
ッ
ト
を
越
え
た
場
合
、

及
び
ネ
ッ
ト
（
仮
想
延
長
線
上
を
含
む
）
又
は
ネ
ッ
ト

ポ
ス
ト
を
越
え
た
場
合
（
ネ
ッ
ト
オ
ー
バ
ー
）。

イ
相
手
の
打
っ
た
ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
に
当
り
、
そ
の
ボ

ー
ル
が
ネ
ッ
ト
を
押
し
、
又
は
風
の
た
め
に
ネ
ッ
ト
が

ふ
く
ら
み
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
触
れ
た
場
合
及
び
ネ
ッ
ト
又

は
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
に
触
れ
た
場
合
（
ネ
ッ
ト
タ
ッ
チ
）。

ウ
そ
の
マ
ッ
チ
の
審
判
台
若
し
く
は
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に

触
れ
た
場
合
（
タ
ッ
チ
）。

エ
ラ
ケ
ッ
ト
、
身
体
又
は
着
衣
が
、
相
手
方
コ
ー
ト
、

相
手
方
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
ラ
ケ
ッ
ト
、
身
体
又
は
着
衣
に

触
れ
た
場
合
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
）。

（
６
）
打
球
の
際
、
そ
の
ボ
ー
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
に
２
回
以
上
当
た

り
（
ド
リ
ブ
ル
）、
又
は
ボ
ー
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
上
で
静
止
し

た
場
合
（
キ
ャ
リ
ー
）。

（
７
）
ボ
ー
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
の
フ
レ
ー
ム
に
触
れ
て
返
球
で
き
な

か
っ
た
場
合
（
チ
ッ
プ
）。

（
８
）
手
か
ら
離
れ
た
ラ
ケ
ッ
ト
で
返
球
し
た
場
合
（
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ア
）。

（
９
）
ボ
ー
ル
が
コ
ー
ト
内
の
他
の
ボ
ー
ル
（
そ
の
マ
ッ
チ
で
使

用
の
も
の
に
限
り
、
イ
ン
プ
レ
ー
に
な
る
時
点
で
は
他
の
サ

イ
ド
に
あ
っ
た
他
の
ボ
ー
ル
が
、
風
な
ど
の
た
め
異
な
っ
た

サ
イ
ド
に
移
動
し
た
場
合
を
含
む
。
た
だ
し
、
故
意
に
相
手

サ
イ
ド
に
移
動
さ
せ
た
と
正
審
が
判
断
し
た
場
合
は
イ
ン
タ

ー
フ
ェ
ア
と
な
る
）
又
は
コ
ー
ト
内
に
落
ち
て
い
る
帽
子
、

タ
オ
ル
（
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
身
に
つ
け
て
い
た
）
等
に
当
た
っ

て
返
球
で
き
な
か
っ
た
場
合
（
コ
ー
ル
な
し
）。

（
１０
）
ラ
ケ
ッ
ト
、
帽
子
又
は
タ
オ
ル
等
が
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら

離
れ
て
直
接
ネ
ッ
ト
若
し
く
は
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
に
触
れ
た
場

合
（
ネ
ッ
ト
タ
ッ
チ
）。
ラ
ケ
ッ
ト
が
一
旦
コ
ー
ト
に
落
ち
て

か
ら
触
れ
た
場
合
も
含
む
。

（
１１
）
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
コ
ー
ト
又
は
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
に
落
ち
て
い

た
帽
子
、
タ
オ
ル
等
（
ボ
ー
ル
は
含
ま
な
い
）
を
、
手
、
足
、

ラ
ケ
ッ
ト
で
押
し
や
っ
た
も
の
が
直
接
ネ
ッ
ト
若
し
く
は
ネ

ッ
ト
ポ
ス
ト
に
触
れ
た
場
合
（
ネ
ッ
ト
タ
ッ
チ
）
及
び
そ
の

マ
ッ
チ
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
又
は
審
判
台
に
触
れ
た
場
合
（
タ

ッ
チ
）。

（
１２
）
明
ら
か
な
打
球
妨
害
に
な
っ
た
場
合
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
）。

［
解
説
１４
］

１
．
条
文
中
に
あ
る
「
審
判
台
」「
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
」
は
、
そ
の
マ
ッ

チ
の
審
判
台
及
び
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
（
審
判
台
の
横
に
照
明

用
ポ
ー
ル
が
あ
っ
て
も
そ
の
ポ
ー
ル
は
含
ま
な
い
）。

２
．
サ
ー
ビ
ス
時
及
び
レ
シ
ー
ブ
時
に
お
け
る
失
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い

て
は
、
第
２７
条
及
び
第
３０
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

３
．
第
６
号
に
対
し
、
カ
ッ
ト
に
よ
る
ス
ト
ロ
ー
ク
は
ラ
ケ
ッ
ト
に

１
回
当
た
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
．
ラ
ケ
ッ
ト
の
〔
い
ち
ょ
う
〕
部
分
の
開
い
て
い
る
三
角
形
の
空

間
に
ボ
ー
ル
が
挟
ま
っ
て
止
ま
っ
た
場
合
は
、
キ
ャ
リ
ー
を
適
用

し
失
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
。

（
ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
）

第
３６
条

イ
ン
プ
レ
ー
に
お
い
て
、
次
の
場
合
は
ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
と

し
、
第
１
サ
ー
ビ
ス
か
ら
や
り
直
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

サ
ー
ビ
ス
の
レ
ッ
ト
に
な
る
場
合
を
除
く
。

（
１
）
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
判
定
を
誤
っ
た
た
め
に
プ
レ
ー
に
支
障

が
生
じ
た
場
合
。
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（
２
）
不
慮
の
突
発
事
故
又
は
他
の
コ
ー
ト
で
使
用
し
て
い
る
ボ

ー
ル
（
そ
の
マ
ッ
チ
で
使
用
し
て
い
る
ボ
ー
ル
を
そ
の
マ
ッ

チ
の
直
接
関
係
者
で
な
い
者
が
投
げ
入
れ
た
も
の
を
含
む
）

若
し
く
は
そ
の
マ
ッ
チ
に
直
接
関
係
の
な
い
者
の
行
為
に
よ

っ
て
プ
レ
ー
が
妨
害
さ
れ
た
場
合
。
た
だ
し
、
正
審
が
認
め

た
場
合
に
限
る
。

（
３
）
失
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
こ
と
が
双
方
の
ペ
ア
に
同
時
に
発
生

し
た
場
合
。

（
４
）
そ
の
他
正
審
が
特
に
認
め
た
場
合
。

［
解
説
１５
］

１
．
第
１
号
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
返
球
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
場
合
で

あ
り
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
判
定
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
ポ
イ
ン
ト

が
決
定
す
る
状
況
に
あ
っ
た
場
合
は
、
判
定
の
訂
正
の
み
を
行
う
。

そ
の
状
態
の
判
定
は
正
審
が
行
う
。

２
．
第
３
号
は
ボ
レ
ー
を
し
た
ボ
ー
ル
が
有
効
打
と
な
り
ツ
ー
バ
ウ

ン
ド
す
る
と
同
時
に
ボ
レ
ー
を
し
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ネ
ッ
ト
タ
ッ

チ
を
し
た
場
合
等
が
考
え
ら
れ
る
。

３
．
ボ
ー
ル
が
選
択
制
で
あ
る
試
合
で
マ
ッ
チ
中
に
ボ
ー
ル
が
変
わ

っ
た
場
合
、
す
で
に
決
定
し
た
ポ
イ
ン
ト
は
有
効
と
し
、
次
の
ポ

イ
ン
ト
か
ら
ボ
ー
ル
の
種
類
を
訂
正
す
る
。

４
．
ボ
ー
ル
が
パ
ン
ク
し
た
場
合
は
有
効
と
す
る
。

（
タ
イ
ム
）

第
３７
条

マ
ッ
チ
中
、
次
の
場
合
は
タ
イ
ム
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
突
発
的
な
身
体
上
の
支
障
が
生
じ
、
プ
レ

ー
の
継
続
が
で
き
な
く
な
り
、
こ
れ
を
正
審
が
認
め
た
場
合
。

た
だ
し
、
同
一
人
が
１
回
に
つ
き
５
分
以
内
と
し
、
か
つ
同

一
マ
ッ
チ
で
２
回
以
内
と
す
る
。

（
２
）
正
審
が
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
。

（
禁
止
事
項
）

第
３８
条

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
マ
ッ
チ
中
パ
ー
ト
ナ
ー
以
外
の
者
か
ら
助

言
及
び
身
体
上
の
手
当
て
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

正
審
が
レ
フ
ェ
リ
ー
と
協
議
の
上
必
要
と
認
め
た
場
合
を
除
く
。

２
マ
ッ
チ
を
行
う
プ
レ
ー
ヤ
ー
及
び
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
そ
の
他
特
に

認
め
ら
れ
た
者
以
外
は
、
マ
ッ
チ
中
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
場
に
入
っ

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
会
要
項
の
中
で
、
プ
レ
ー
ヤ
ー

以
外
に
「
部
長
・
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
」
が
コ
ー
ト

内
に
入
る
こ
と
が
、
認
め
ら
れ
た
大
会
に
お
い
て
は
許
容
さ
れ

た
時
間
内
で
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
対
し
て
「
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・

コ
ー
チ
」
が
助
言
す
る
事
を
認
め
る
。

３
大
会
主
催
者
は
助
言
を
す
る
位
置
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
位
置
が
フ
ェ
ン
ス
の
中
に
あ
る
場
合
は
、
そ
の
マ
ッ
チ
中

助
言
を
す
る
も
の
は
原
則
と
し
て
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
棄
権
）

第
３９
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
を
棄

権
と
し
、
相
手
方
の
勝
ち
を
宣
告
す
る
。
負
け
と
な
っ
た
者
が
、

す
で
に
得
た
ポ
イ
ン
ト
と
ゲ
ー
ム
は
有
効
と
す
る
。

（
１
）
参
加
申
込
を
行
っ
た
大
会
に
、
参
加
し
な
か
っ
た
場
合
。

（
２
）
特
別
の
理
由
に
よ
る
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
か
ら
の
申

し
出
に
対
し
、
レ
フ
ェ
リ
ー（
競
技
責
任
者
）が
認
め
た
場
合
。

（
３
）
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
身
体
上
の
故
障
に
よ
り
、
タ
イ
ム
が
認
め

ら
れ
、
許
容
時
間
内
に
回
復
が
で
き
な
か
っ
た
場
合（
タ
イ

ム
ア
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
）。

（
４
）
マ
ッ
チ
中
に
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
身
体
上
の
故
障
に
よ
り
申

し
出
が
あ
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
正
審
が
認
め
た
場
合
に
限

る
（
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
）。

（
５
）
大
会
運
営
規
則
第
１１
条
に
よ
り
競
技
が
で
き
な
く
な
っ
た

場
合
（
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
）。

競
技
規
則

第
3
7
条

競
技
規
則

第
3
8
条
～
第
3
9
条

◆
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［
解
説
１６
］

大
会
の
途
中
で
マ
ッ
チ
が
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
た
場
合
の
処
置

と
し
て
棄
権
（
す
で
に
得
た
ポ
イ
ン
ト
及
び
ゲ
ー
ム
は
有
効
）
と
失

格
（
大
会
の
最
初
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
失
格
と
し
、
順
位
は
空
位
）
に

条
項
を
別
け
た
。

１
．
第
３９
条
第
１
号
大
会
参
加
の
受
付
は
、
大
会
要
項
に
定
め
ら
れ

た
時
間
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
申
請
さ
れ
た
場
合

は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
競
技
責
任
者
が
決
定
す
る
。

２
．
第
３９
条
第
２
号
及
び
第
４
号
は
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
ー
に

棄
権
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
処
置
で
あ
り
、「
特

別
の
理
由
」
と
は
大
会
の
途
中
か
ら
参
加
で
き
な
く
な
っ
た
場
合

で
あ
り
、
第
４
号
は
第
３７
条
第
１
号
の
許
容
時
間
を
取
る
前
に
申

し
出
た
場
合
で
あ
る
。
そ
の
他
、
家
族
の
慶
弔
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
。

（
異
議
の
申
立
て
等
の
禁
止
）

第
４０
条

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
プ
レ
ー
の
進
行
及
び
判
定
に
関
し
、
ア
ン

パ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
、
又
は
結
果
を
不
服
と

し
て
故
意
に
プ
レ
ー
を
中
断
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
は
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
質

問
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
質
問
に

対
す
る
結
果
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

［
解
説
１７
］

１
．
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
を
含
む
）
が
異

議
の
申
立
て
を
利
用
し
て
、
マ
ッ
チ
の
流
れ
を
変
え
よ
う
と
す
る

こ
と
も
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

２
．
第
２
項
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
審
判
規
則

第
１４
条
（
再
判
定
）
・
同
第
１５
条
（
判
定
の
誤
り
）
に
よ
り
、
ア

ン
パ
イ
ヤ
ー
自
身
が
落
下
点
の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
も
あ
る
。

３
．
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
を
含
む
）
が
ボ

ー
ル
の
落
下
点
を
確
認
す
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
及
び
ネ
ッ
ト
の
仮
想

延
長
線
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
し
、
自
陣
の
前
で
あ
っ
て
も
落
下

点
に
近
寄
ら
な
い
こ
と
。

４
．
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
を
含
む
）
が
ボ

ー
ル
の
落
下
点
の
痕
跡
を
消
す
こ
と
を
禁
止
し
、
も
し
プ
レ
ー
ヤ

ー
（
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
を
含
む
）
自
身
が
消
し
た
場

合
は
イ
ン
と
み
な
す
。

５
．
質
問
、
提
訴
は
個
人
戦
の
と
き
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
団
体
戦
の
と

き
は
チ
ー
ム
の
監
督
（
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
を
含
む
）
又
は
そ

の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
い
ず
れ
か
が
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に
申
し
立
て
る
こ

と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
ポ
イ
ン
ト
の
判
定
に
つ
い
て
は
そ
の
ポ

イ
ン
ト
に
限
る
。

（
警
告
）

第
４１
条

第
１５
条
、
第
３８
条
及
び
第
４０
条
に
明
ら
か
に
違
反
し
た
と

認
め
ら
れ
る
場
合
、
正
審
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
団
体
戦
の
場
合
は

部
長
・
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
を
含
む
）
に
対
し
警
告

（
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
）
を
与
え
る
。

（
失
格
）

第
４２
条

レ
フ
ェ
リ
ー
は
主
催
者
の
大
会
要
項
に
示
し
た
参
加
条
件

に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
は
、
競
技
責
任
者
と

協
議
し
、
該
当
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
団
体
戦
に
お
い
て
は
チ
ー

ム
）
の
失
格
を
宣
告
す
る（
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ

ト
）。
こ
の
場
合
は
大
会
の
最
初
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
失
格
と
し
、

順
位
は
空
位
と
す
る
。

２
正
審
は
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
レ
フ
ェ
リ
ー
と
協

議
の
上
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
団
体
戦
に
お
い
て
は
チ
ー
ム
）
を
失
格

と
し
相
手
方
の
勝
ち
を
宣
告
す
る（
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
ゲ
ー

ム
セ
ッ
ト
）。

（
１
）
そ
の
マ
ッ
チ
へ
出
場
の
通
告
を
受
け
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
コ

ー
ト
に
出
場
し
な
い
場
合
。

（
２
）
団
体
戦
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
提
出
さ
れ
た
オ
ー
ダ
ー
順

に
出
場
し
な
い
場
合
。

（
３
）
１
マ
ッ
チ
中
に
、
警
告
が
３
回
目
に
お
よ
ん
だ
場
合
（
レ

競
技
規
則

第
4
0
条

競
技
規
則

第
4
1
条
～
第
4
2
条
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ッ
ド
カ
ー
ド
）。

［
解
説
１８
］

１
．
第
４２
条
第
２
項
第
１
号
の
そ
の
マ
ッ
チ
へ
出
場
の
通
告
を
受
け

た
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
コ
ー
ト
に
出
場
し
な
い
場
合
そ
の
時
間
は
審
判

規
則
第
２０
条
を
適
用
し
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
－
が
コ
ー
ト
に
到
着
後
、

５
分
経
過
で
警
告
１
回
と
し
、
３
回
を
も
っ
て
失
格
と
す
る
。
（
１

５
分
間
経
過
で
失
格
）
た
だ
し
、
特
別
な
理
由
で
申
告
さ
れ
た
場

合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
レ
フ
ェ
リ
ー
（
競
技
責
任
者
）
が

決
定
す
る
。

２
．
第
４２
条
２
項
第
２
号
の
場
合
、
オ
ー
ダ
ー
が
確
認
さ
れ
、
マ
ッ

チ
開
始
後
（
イ
ン
プ
レ
ー
）、
オ
ー
ダ
ー
通
り
出
場
し
て
い
な
い
事

が
判
明
し
た
時
点
と
す
る
。
た
だ
し
、
団
体
戦
終
了
す
る
ま
で
と

す
る
。
な
お
、
オ
ー
ダ
ー
を
誤
っ
て
同
一
人
を
２
回
以
上
記
入
し

た
場
合
も
含
む
。

３
．
第
４２
条
第
２
項
第
３
号
に
お
い
て
団
体
戦
の
場
合
、
該
当
選
手

が
所
属
す
る
チ
ー
ム
の
失
格
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
最
終
対
戦
で

す
で
に
団
体
戦
の
勝
敗
が
決
定
し
て
い
た
場
合
で
も
適
用
さ
れ
、

相
手
チ
ー
ム
の
勝
ち
を
宣
告
す
る
。
た
だ
し
、
団
体
戦
の
終
了
後

（
挨
拶
終
了
）
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
提
訴
）

第
４３
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
判
定
に
つ
い
て
、
そ
の
判
定
が
競
技
規

則
の
解
釈
と
適
用
に
誤
り
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
プ

レ
ー
ヤ
ー
（
団
体
戦
の
場
合
は
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ

を
含
む
）
は
レ
フ
ェ
リ
ー
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
レ
フ
ェ
リ
ー
の
裁
定
に
対
し
て
は
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
団
体
戦
の

場
合
は
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
を
含
む
）
は
再
度
提
訴

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３
マ
ッ
チ
終
了
の
挨
拶
を
し
た
後
に
お
い
て
は
、プ
レ
ー
ヤ
ー（
団

体
戦
の
場
合
は
監
督
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー
チ
を
含
む
）
は
提

訴
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

［
解
説
１９
］

提
訴
は
そ
の
ポ
イ
ン
ト
中
と
し
、
次
の
ポ
イ
ン
ト
に
入
っ
た
場
合

は
提
訴
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
ポ
イ
ン
ト
・
カ
ウ
ン
ト
の
誤
り
に

つ
い
て
は
、
そ
の
ゲ
ー
ム
中
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
ゲ
ー
ム
カ
ウ
ン
ト

の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
そ
の
マ
ッ
チ
中
に
限
り
提
訴
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
マ
ッ
チ
の
中
止
と
再
開
）

第
４４
条

天
候
そ
の
他
の
事
情
で
マ
ッ
チ
が
一
旦
中
止
又
は
延
期
に

な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
後
の
ポ
イ
ン
ト
か
ら
引
き
続
き
再
開
す

る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

２
コ
ー
ト
を
変
更
し
、
又
は
後
日
再
開
す
る
場
合
の
サ
イ
ド
は
、

そ
の
マ
ッ
チ
で
サ
イ
ド
を
選
択
し
た
ペ
ア
が
選
ぶ
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
同
日
同
一
コ
ー
ト
で
再
開
の
場
合
は
中
止
前
の
ま
ま

と
す
る
。

（
規
則
上
の
疑
義
）

第
４５
条

マ
ッ
チ
に
お
い
て
こ
の
競
技
規
則
に
定
め
の
な
い
事
項
が

発
生
し
た
場
合
は
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
レ
フ
ェ
リ
ー
と
協
議
し

て
決
め
る
も
の
と
す
る
。

［
解
説
２０
］

・
コ
ー
ト
の
上
に
木
の
枝
が
の
ぞ
い
て
い
る
場
合
。

・
体
育
館
で
天
井
に
ボ
ー
ル
が
当
た
っ
た
場
合
。

競
技
規
則

第
4
3
条

競
技
規
則

第
4
4
条
～
第
4
5
条
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（
線
名
）
 

（
区
画
）
 

（
長
さ
）
 

サ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

蠢
Ｏ
，
Ｊ
Ｔ
 

23
.7
7m
 

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
 

蠢
Ｊ
，
Ｏ
Ｔ
 

8.
23
m
 

サ
ー
ビ
ス
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
 
Ｅ
Ｇ
，
Ｆ
Ｈ
 

12
.8
0m
 

サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
 

Ｅ
Ｆ
，
Ｇ
Ｈ
 

8.
23
m
 

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
 
Ｍ
Ｎ
 

12
.8
0m
 

セ
ン
タ
ー
マ
ー
ク
 

Ｒ
・
Ｓ
 

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
内
側
 

  
か
ら
中
へ
10
cm

シ
ン
グ
ル
ス
の
マ
ッ
チ

（
目
的
）

第
１
条

競
技
（
シ
ン
グ
ル
ス
マ
ッ
チ
）
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
シ
ン
グ
ル
ス
の
マ
ッ

チ
の
競
技
規
則
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
ダ
ブ
ル
ス
マ
ッ
チ
の

各
規
則
を
シ
ン
グ
ル
ス
マ
ッ
チ
に
も
適
用
す
る
。

（
コ
ー
ト
）

第
２
条

コ
ー
ト
は
両
方
の
サ
ー
ビ
ス
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
ベ
ー
ス

ラ
イ
ン
ま
で
延
長
し
た
ラ
イ
ン
（
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
と
ベ
ー
ス

ラ
イ
ン
で
囲
ま
れ
た
縦
２３
．７
７
ｍ
、
横
８
．２
３
ｍ
の
長
方
形
と
す
る
。

（
コ
ー
ト
の
名
称
並
び
に
長
さ
）

第
３
条

コ
ー
ト
の
区
画
及
び
ラ
イ
ン
の
名
称
と
長
さ
は
次
の
と
お

り
と
す
る
。

（
サ
ー
ビ
ス
及
び
レ
シ
ー
ブ
）

第
４
条

サ
ー
ビ
ス
は
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
を
除
き
、
相
対
す
る
プ

レ
ー
ヤ
ー
が
、
１
ゲ
ー
ム
ず
つ
ラ
イ
ト
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
か
ら

右
・
左
交
互
に
行
い
、
相
手
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
レ
シ
ー
ブ
を
行

う
。

２
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
本
来
サ
ー
ビ
ス
の
権
利

を
有
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
始
め
、
相
互
に
２
本
ず
つ
行
い
、

相
手
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
レ
シ
ー
ブ
を
行
う
。

（
マ
ッ
チ
）

第
５
条

マ
ッ
チ
は
通
常
７
ゲ
ー
ム
で
行
う
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
２０
０４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

競
技
規
則（
シ
ン
グ
ル
ス
）
第
1
条
～
第
4
条

競
技
規
則（
シ
ン
グ
ル
ス
）
第
5
条

◆
38
◆

◆
39
◆



審
判

規
則



審
判
規
則

第
１
章

総
則

（
目
的
）

第
１
条

競
技
に
お
け
る
審
判
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
２
章

審
判
団

（
審
判
団
）

第
２
条

大
会
に
お
い
て
は
審
判
団
を
レ
フ
ェ
リ
ー
及
び
ア
ン
パ
イ

ヤ
ー
で
構
成
す
る
。

２
レ
フ
ェ
リ
ー
は
１
名
以
上
５
名
以
内
と
し
、
そ
の
中
の
１
名
を

レ
フ
ェ
リ
ー
長
（
審
判
団
統
括
責
任
者
）
と
す
る
。

３
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
原
則
と
し
て
競
技
に
使
用
す
る
コ
ー
ト
１
面

に
つ
き
４
名
と
す
る
。
た
だ
し
大
会
に
参
加
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー

が
審
判
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
こ
れ
を
考
慮
し
、

大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
あ
ら
か
じ
め
委
嘱
す
る
ア
ン
パ
イ
ヤ

ー
の
総
数
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
、
必
要
に
応
じ
コ
ー
ト
主
任
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

［
解
説
２１
］

レ
フ
ェ
リ
ー
と
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
職
務
が
異
な
る
た
め
、
兼
ね
な

い
の
が
た
て
ま
え
で
あ
る
。

審
判
規
則

第
1
条
～
第
2
条

◆
43
◆



（
レ
フ
ェ
リ
ー
）

第
３
条

レ
フ
ェ
リ
ー
は
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
指
導
・
助
言
を
行
う
と

と
も
に
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に
競
技
規
則
及
び
審
判
規
則
の
解
釈

又
は
適
用
に
誤
り
が
あ
る
と
し
て
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
提
訴
が

あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
た
上
で
裁
定
を
行
う
。

（
コ
ー
ト
主
任
）

第
４
条

コ
ー
ト
主
任
は
担
当
す
る
コ
ー
ト
の
競
技
進
行
を
促
し
、

必
要
に
よ
り
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に
指
導
・
助
言
を
行
う
。

（
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
）

第
５
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
一
つ
の
マ
ッ
チ
に
正
審
１
名
、
副
審
１

名
を
原
則
と
し
、
副
審
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

正
審
、
副
審
の
他
に
線
審
２
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
任
務
）

第
６
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
競
技
規
則
に
従
い
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
円

滑
な
プ
レ
ー
の
進
行
を
促
し
、
公
正
か
つ
迅
速
に
正
確
な
判
定

を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
正
審
は
、
審
判
台
上
に
お
い
て
、
マ
ッ
チ
の
進
行
を
担
当
し
、

定
め
ら
れ
た
判
定
区
分
を
判
定
す
る
と
と
も
に
、
他
の
ア
ン
パ

イ
ヤ
ー
の
判
定
区
分
に
つ
い
て
は
、
他
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
サ

イ
ン
及
び
コ
ー
ル
を
確
認
し
た
後
に
、
こ
れ
を
尊
重
し
て
明
確

に
コ
ー
ル
し
、
採
点
票
に
記
録
す
る
。

３
副
審
及
び
線
審
は
、
第
９
条
第
２
号
又
は
第
３
号
に
規
定
す
る

位
置
に
お
い
て
、
定
め
ら
れ
た
判
定
区
分
の
判
定
を
担
当
す
る

と
と
も
に
、
正
審
を
補
佐
す
る
。

４
副
審
と
線
審
は
区
画
線
に
よ
る
判
定
区
分
に
つ
い
て
は
サ
イ
ン

を
も
っ
て
、
そ
の
他
の
判
定
区
分
に
つ
い
て
は
サ
イ
ン
と
と
も

に
コ
ー
ル
を
も
っ
て
正
審
に
通
告
す
る
。

５
副
審
は
ボ
ー
ル
の
管
理
を
す
る
と
共
に
、
ボ
ー
ル
の
バ
ウ
ン
ド

の
調
節
を
行
う
。

第
３
章

審
判

（
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
心
得
）

第
７
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
プ
レ
ー
を
公
正
か
つ
円
滑
に
進
行
さ
せ

る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
心
得
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
競
技
規
則
及
び
審
判
規
則
を
よ
く
理
解
し
て
、
そ
の
運
用

を
適
切
に
行
う
こ
と
。

（
２
）
服
装
は
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
特
に
指
定
す
る
場
合
を

除
き
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
に
お
い
て
通
常
使
用
さ
れ
る
服
装
と

す
る
。

（
３
）
マ
ッ
チ
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
の
事
項

を
守
る
こ
と
。

ア
プ
レ
ー
ヤ
ー
よ
り
先
に
準
備
を
整
え
て
、
プ
レ
ー
ヤ

ー
の
出
場
を
促
す
こ
と
。

イ
言
動
が
適
切
で
あ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ウ
マ
ッ
チ
が
円
滑
で
明
朗
に
進
行
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

エ
判
定
は
公
正
に
行
う
と
と
も
に
、
時
機
を
失
し
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。

オ
コ
ー
ル
は
第
１０
条
の
規
程
に
基
づ
き
、
大
き
な
声
で

行
う
こ
と
。

カ
サ
イ
ン
は
第
１１
条
の
規
程
に
基
づ
き
、
明
確
に
行
う

こ
と
。

キ
当
該
マ
ッ
チ
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
同
士
の
連
携
を
密
に

す
る
こ
と
。

ク
他
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
判
定
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ

の
権
限
を
侵
さ
な
い
こ
と
。

審
判
規
則

第
3
条
～
第
6
条

審
判
規
則

第
7
条

◆
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（
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
判
定
区
分
）

第
８
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
判
定
区
分
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
区
画
線
に
よ
る
判
定
区
分
（
付
図
参
照
）

ア
正
審

Ａ
Ｃ
，
Ｅ
Ｇ
，
Ｍ
Ｎ
，
Ｘ
Ｙ

イ
副
審

Ｂ
Ｄ
，
Ｆ
Ｈ
，
Ｅ
Ｆ
，
Ｇ
Ｈ
，
Ｘ
Ｙ

ウ
線
審

Ａ
Ｂ
，
Ｃ
Ｄ

（
２
）
そ
の
他
の
判
定
区
分

ア
正
審

ツ
ー
バ
ウ
ン
ズ
，
ド
リ
ブ
ル
，
キ
ャ
リ
ー
，

ダ
イ
レ
ク
ト
，
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
，
ボ
デ
ィ
タ
ッ
チ
，

タ
ッ
チ
，
チ
ッ
プ
，
ネ
ッ
ト
オ
ー
バ
ー
，
ネ
ッ
ト
タ
ッ

チ
，
ス
ル
ー
，
レ
ッ
ト
，
ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
，
フ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ル
ト

イ
副
審

ツ
ー
バ
ウ
ン
ズ
，
ド
リ
ブ
ル
，
キ
ャ
リ
ー
，

ダ
イ
レ
ク
ト
，
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
，
ボ
デ
ィ
タ
ッ
チ
，

タ
ッ
チ
，
チ
ッ
プ
，
ネ
ッ
ト
オ
ー
バ
ー
，
ネ
ッ
ト
タ
ッ

チ
，
ス
ル
ー
，
レ
ッ
ト
，
ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
，
フ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ル
ト

ウ
線
審

フ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ル
ト
，
ダ
イ
レ
ク
ト
，
ボ
デ

ィ
タ
ッ
チ
，
チ
ッ
プ

（
３
）
線
審
ま
た
は
副
審
を
省
略
し
た
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
判

定
区
分
は
正
審
が
担
当
す
る
。

（
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
位
置
）

第
９
条

マ
ッ
チ
中
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

（
１
）
正
審
は
審
判
台
上
に
位
置
す
る
。

（
２
）
副
審
の
定
位
置
は
審
判
台
と
反
対
側
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

外
側
で
、
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
の
後
方
約
６０

cm
、
正
審
と
相
対

す
る
場
所
に
位
置
す
る
。
た
だ
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
判
定
の
時

に
は
、
レ
シ
ー
ブ
側
の
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
の
仮
想
延
長
線
上

で
、
コ
ー
ト
に
入
ら
な
い
よ
う
に
位
置
し
、
判
定
後
は
直
ち

に
定
位
置
へ
移
動
し
ラ
リ
ー
を
見
守
る
。

（
３
）
線
審
は
原
則
と
し
て
審
判
台
の
反
対
側
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
外
側
５
ｍ
以
上
で
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
の
仮
想
延
長
線
上
に

位
置
し
、椅
子
を
置
き
、こ
れ
に
腰
掛
け
る
も
の
と
す
る
。

（
コ
ー
ル
）

第
１０
条

判
定
及
び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル
は
、別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

２
ポ
イ
ン
ト
及
び
ゲ
ー
ム
の
カ
ウ
ン
ト
は
、
正
審
が
サ
ー
ビ
ス
側

か
ら
ス
コ
ア
を
コ
ー
ル
す
る
。

３
タ
イ
ム
の
後
プ
レ
ー
を
再
開
す
る
場
合
、
正
審
は
「
ノ
ー
タ
イ

ム
」
と
コ
ー
ル
す
る
。

審
判
規
則

第
8
条

（
第
８
条
付
図
）

審
判
規
則

第
9
条
～
第
1
0
条

◆
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［
解
説
２２
］

正
審
が
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル
を
誤
り
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
も
プ
レ
ー

ヤ
ー
も
気
づ
か
ず
に
イ
ン
プ
レ
ー
と
な
り
、
プ
レ
ー
中
に
誤
り
に
気

づ
い
て
も
プ
レ
ー
を
中
断
し
な
い
。
第
１
サ
ー
ビ
ス
が
フ
ォ
ー
ル
ト

に
な
っ
た
時
点
、
あ
る
い
は
次
の
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル
を
す
る
際
に

「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
コ
ー
ル
し
、
訂
正
の
カ
ウ
ン
ト
を
コ
ー
ル
す

る
。 こ
の
場
合
、
第
１
サ
ー
ビ
ス
時
に
レ
シ
ー
バ
ー
が
気
づ
き
レ
シ
ー

ブ
の
体
勢
に
入
ら
ず
「
タ
イ
ム
」
と
言
っ
て
中
断
す
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
る
が
、
レ
シ
ー
ブ
後
は
、
中
断
し
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
の

失
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
。

（
サ
イ
ン
）

第
１１
条

マ
ッ
チ
中
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
副
審
の
構
え
と
サ
イ
ン
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
イ
ン
の
ボ
ー
ル
に
対
し
て
は
、
原
則
と

し
て
サ
イ
ン
を
し
な
い
。
た
だ
し
、
イ
ン
で
あ
る
が
プ
レ
ー

ヤ
ー
が
判
断
に
迷
う
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
掌
を
下
に
し
て

片
手
を
前
方
斜
め
下
に
差
し
伸
べ
る
。

（
２
）
正
審
は
、
原
則
と
し
て
サ
イ
ン
を
し
な
い
。
た
だ
し
、
必

要
と
認
め
る
と
き
は
、
副
審
の
サ
イ
ン
に
準
じ
サ
イ
ン
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
副
審
の
サ
ー
ビ
ス
時
の
構
え
と
サ
イ
ン
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。
（
付
図
参
照
）

ア
サ
ー
ビ
ス
の
判
定
時
の
構
え
は
、
付
図
（
ア
）
の
と

お
り
、
片
足
（
レ
シ
ー
ブ
側
）
を
前
に
出
し
て
腰
を
低

く
し
て
構
え
、
足
を
出
し
た
側
の
手
は
膝
の
上
に
置
く
。

フ
ォ
ー
ル
ト
（
区
画
線
の
判
定
区
分
に
よ
る
、
ネ
ッ
ト

に
か
か
っ
た
も
の
は
除
く
）
の
場
合
は
、
付
図
（
イ
）

の
と
お
り
、
構
え
た
姿
勢
の
ま
ま
指
を
伸
ば
し
片
手
を

上
に
挙
げ
る
。
レ
ッ
ト
の
場
合
は
、
付
図
（
ウ
）
の
と

お
り
、
直
立
し
て
片
手
を
上
に
挙
げ
る
と
と
も
に
、
第

１
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
指
を
２
本
、
第
２
サ
ー
ビ
ス

審
判
規
則

第
1
1
条

審
判
規
則

第
1
1
条（
付
図
）

◆
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に
お
い
て
は
指
を
１
本
立
て
て
、
「
レ
ッ
ト
」
と
コ
ー

ル
す
る
。

イ
打
球
が
ア
ウ
ト
し
た
場
合
は
、
付
図
（
エ
）
の
と
お

り
、
ボ
ー
ル
の
落
下
点
に
正
対
し
て
注
目
し
、
指
を
伸

ば
し
外
側
の
手
を
上
に
挙
げ
る
。

ウ
そ
の
他
の
判
定
区
分
で
失
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
場
合
は
、

付
図
（
オ
）
の
と
お
り
、
片
手
で
失
ポ
イ
ン
ト
に
該
当

す
る
こ
と
を
行
っ
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
指
し
て
、
当
該
失

ポ
イ
ン
ト
に
該
当
す
る
コ
ー
ル
を
す
る
。

エ
ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
に
す
る
こ
と
を
正
審
に
通
告
す
る
場

合
は
、
付
図
（
カ
）
の
と
お
り
、
両
手
を
顔
の
前
で
交

錯
す
る
よ
う
に
振
り
、
「
ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
」
と
コ
ー
ル

す
る
。

オ
タ
イ
ム
は
、
付
図
（
キ
）
の
と
お
り
、
掌
を
正
審
の

方
に
向
け
て
両
手
を
挙
げ
、
「
タ
イ
ム
」
と
コ
ー
ル
す

る
。

（
４
）
線
審
の
サ
イ
ン
は
、
副
審
の
サ
イ
ン
を
準
用
ず
る
。

［
解
説
２３
］

１
．
イ
ン
プ
レ
ー
中
の
判
定
に
つ
い
て
、
区
画
線
の
判
定
は
正
審
・

副
審
（
線
審
）
が
コ
ー
ル
又
は
サ
イ
ン
を
も
っ
て
行
う
。
そ
の
他

の
判
定
は
、
第
８
条
第
２
号
の
判
定
区
分
を
各
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
、

該
当
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
指
し
て
、
コ
ー
ル
に
よ
り
判
定
す
る
。

２
．
第
１
号
で
、
イ
ン
の
サ
イ
ン
を
行
う
場
合
は
、
プ
レ
ー
終
了
後

プ
レ
ー
ヤ
ー
及
び
観
客
が
判
定
に
迷
う
と
思
わ
れ
る
時
に
、
イ
ン

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

３
．
第
３
号
・
ア
に
つ
い
て
は
、
足
を
引
い
て
い
る
側
の
手
は
腰
の

後
ろ
に
掌
を
外
に
し
て
置
く
。
フ
ォ
ル
ト
（
区
画
線
の
判
定
区
分

に
よ
る
、
ネ
ッ
ト
に
か
か
っ
た
も
の
は
除
く
）
の
場
合
は
、
足
を

出
し
た
側
の
手
の
み
で
指
を
伸
ば
し
て
そ
ろ
え
、
肘
が
直
角
に
な

る
よ
う
に
上
げ
る
。
こ
の
場
合
体
は
動
か
さ
な
い
。

４
．
レ
シ
ー
ブ
が
行
わ
れ
た
後
は
、
速
や
か
に
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
後
方

約
６０

cm
の
定
位
置
に
移
動
し
、
直
立
し
て
ラ
リ
ー
を
見
守
る
。

５
．
第
３
号
（
エ
）
で
、
ア
ウ
ト
の
サ
イ
ン
は
ボ
ー
ル
の
落
下
点
に

正
対
し
て
注
目
し
、
サ
イ
ン
を
す
る
手
は
コ
ー
ト
に
対
し
、
外
側

の
手
で
指
を
伸
ば
し
真
っ
す
ぐ
に
挙
げ
る
。

６
．
第
３
号
（
オ
）
で
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
指
す
手
は
ネ
ッ
ト
に
対
し
、

左
側
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
左
手
で
、
右
側
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
右
手
で

行
う
。

（
判
定
の
確
認
）

第
１２
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
自
己
の
判
定
区
分
の
ボ
ー
ル
の
落
下
点

が
、
イ
ン
、
ア
ウ
ト
又
は
フ
ォ
ー
ル
ト
で
あ
る
か
確
信
が
持
て

な
い
場
合
は
、
ボ
ー
ル
落
下
の
痕
跡
を
確
か
め
て
か
ら
判
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
正
審
は
副
審
に
痕
跡
の
確
認
を
依
頼
し
、

又
は
副
審
が
判
断
に
迷
う
場
合
は
、
正
審
が
審
判
台
か
ら
降
り

自
ら
痕
跡
を
確
か
め
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
判
定
の
連
携
）

第
１３
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
自
己
の
判
定
区
分
の
判
定
に
迷
う
場
合

は
、
他
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
意
見
を
求
め
て
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

［
解
説
２４
］

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
判
定
は
、
審
判
規
則
第
８
条
に
よ
り
判
定
区
分

が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
等
に
よ
り
落
下
点
が
確
認
で

き
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
他
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
、
ア
ン
パ
イ
ヤ

ー
間
で
の
小
さ
な
サ
イ
ン
又
は
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
等
に
よ
り
判
定
を

補
佐
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
再
判
定
）

第
１４
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
マ
ッ
チ
中
に
判
定
等
に
つ
い
て
プ
レ
ー

ヤ
ー
か
ら
質
問
が
あ
っ
た
場
合
は
、
内
容
を
確
認
の
上
、
再
度

判
定
の
結
果
を
正
審
か
ら
通
告
す
る
。
以
後
、
当
該
通
告
に
関

す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
は
異
議
と
み
な
し
、
競

審
判
規
則

第
1
1
条

審
判
規
則

第
1
2
条
～
第
1
4
条
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技
規
則
第
４１
条
及
び
第
４２
条
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と

す
る
。

［
解
説
２５
］

１
．
競
技
規
則
第
４０
条
に
お
い
て
異
議
の
申
し
立
て
等
を
禁
止
し
た

が
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
判
定
に
対
し
質
問
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、

内
容
を
確
認
し
、
判
定
に
誤
り
が
あ
れ
ば
勇
気
を
も
っ
て
判
定
の

訂
正
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
．
ポ
イ
ン
ト
カ
ウ
ン
ト
の
誤
り
に
つ
い
て
は
そ
の
ゲ
ー
ム
中
、
ゲ

ー
ム
カ
ウ
ン
ト
の
誤
り
に
つ
い
て
は
そ
の
マ
ッ
チ
中
と
す
る
。

（
判
定
の
誤
り
）

第
１５
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
判
定
が
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
、
正
審
は
そ
の
ポ
イ
ン
ト
に
限
り
こ
れ
を
訂
正
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

［
解
説
２５
］
同
上

（
プ
レ
ー
の
停
止
）

第
１６
条

イ
ン
プ
レ
ー
に
お
い
て
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
誤
っ
て
イ
ン

プ
レ
ー
を
停
止
す
る
サ
イ
ン
又
は
コ
ー
ル
を
し
た
場
合
は
、
直

ち
に
プ
レ
ー
を
中
断
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
正
審
は

サ
イ
ン
又
は
コ
ー
ル
が
プ
レ
ー
に
支
障
を
与
え
た
と
判
断
し
た

場
合
は
ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
（
レ
シ
ー
ブ
を
終
わ
る
前
は
レ
ッ
ト
）

と
し
、
プ
レ
ー
に
支
障
が
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
場
合
は
判
定

の
訂
正
を
行
う
。

（
ス
コ
ア
の
誤
り
）

第
１７
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
ポ
イ
ン
ト
カ
ウ
ン
ト
及
び
ゲ
ー
ム
カ
ウ

ン
ト
の
コ
ー
ル
が
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
第
１
サ
ー
ビ
ス
が
フ
ォ
ー
ル
ト
に
な
っ
た
時
点
又
は
次
の

カ
ウ
ン
ト
を
コ
ー
ル
す
る
際
に
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
コ
ー
ル

し
て
正
し
い
カ
ウ
ン
ト
を
コ
ー
ル
し
訂
正
す
る
。
イ
ン
プ
レ
ー

に
お
い
て
は
誤
り
に
気
づ
い
て
も
プ
レ
ー
を
中
断
せ
ず
、
そ
の

プ
レ
ー
は
有
効
と
す
る
。

（
棄
権
）

第
１８
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
を
棄

権
と
し
、
相
手
方
の
勝
ち
を
宣
告
す
る
。
負
け
と
な
っ
た
者
が
、

す
で
に
得
た
ポ
イ
ン
ト
と
ゲ
ー
ム
は
有
効
と
す
る
。

（
１
）
参
加
申
込
を
し
た
大
会
に
参
加
し
な
か
っ
た
場
合
。

（
２
）
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
か
ら
の
特
別
の
理
由
に
よ
る
申
し

出
に
対
し
、
レ
フ
ェ
リ
ー
（
競
技
責
任
者
）
が
認
め
た
場
合
。

（
３
）
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
身
体
上
の
故
障
に
よ
り
タ
イ
ム
が
認
め
ら

れ
、
許
容
時
間
内
に
回
復
が
で
き
な
か
っ
た
場
合（
タ
イ
ム

ア
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
）。

（
４
）
マ
ッ
チ
中
に
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
身
体
上
の
故
障
に
よ
り
申

し
出
が
あ
っ
た
場
合
。
た
だ
し
、
正
審
が
認
め
た
場
合
に
限

る（
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
）。

（
５
）
大
会
運
営
規
則
第
１１
条
に
よ
り
競
技
が
で
き
な
く
な
っ
た

場
合（
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
）。

（
注
意
の
喚
起
）

第
１９
条

正
審
は
マ
ッ
チ
の
進
行
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
行
為
等

に
対
し
て
は
、
関
係
者
（
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
部
長
、
監
督
、
外
部

コ
ー
チ
、
コ
ー
チ
、
当
該
チ
ー
ム
（
ペ
ア
）
等
の
総
称
）
に
注

意
を
喚
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
解
説
２６
］

「
関
係
者
」
の
中
に
応
援
は
含
む
が
、
応
援
団
は
警
告
の
対
象
と

は
な
ら
な
い
。
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
大
会
委
員
長
に
連
絡
し
対
処

を
依
頼
す
る
。

審
判
規
則

第
1
5
条
～
第
1
7
条

審
判
規
則

第
1
8
条
～
第
1
9
条
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大
会
委
員
長
は
、
大
会
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
関
係
者
に
注
意
を
喚
起
し
あ
る
い
は
退
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
大
会
委
員
長
か
ら
退
場
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
当
該
大
会
に
関

す
る
一
切
の
権
能
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
警
告
）

第
２０
条

正
審
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
団
体
戦
の
場
合
は
部
長
、
監
督
、

外
部
コ
ー
チ
、
コ
ー
チ
を
含
む
）が
明
ら
か
に
競
技
規
則
第
１５
条
、

第
３８
条
及
び
第
４０
条
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
は
、
競

技
規
則
第
４１
条
に
従
い
警
告
（
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
）
を
与
え
る
。

な
お
、
警
告
は
カ
ー
ド
を
提
示
し
て
行
う
。

［
解
説
２７
］

競
技
で
は
、
関
係
者
（
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
部
長
、
監
督
、
外
部
コ
ー

チ
、
コ
ー
チ
、
当
該
チ
ー
ム
（
ペ
ア
）
応
援
者
の
総
称
）
の
応
援
（
発

声
）
は
、
競
技
の
盛
り
上
が
り
と
し
て
認
め
る
方
向
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
行
き
過
ぎ
、
不
快
感
と
な
り
、
プ
レ
ー
に
支
障
が
あ
る
と
ア
ン

パ
イ
ヤ
ー
が
判
断
し
た
場
合
は
、
第
１９
条
の
注
意
の
喚
起
、
第
２０
条

の
警
告
を
適
用
す
る
。

（
失
格
）

第
２１
条

レ
フ
ェ
リ
ー
は
主
催
者
の
大
会
要
項
に
示
し
た
参
加
条
件

に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
場
合
は
、
競
技
責
任
者
と

協
議
し
、
該
当
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
団
体
戦
に
お
い
て
は
チ
ー

ム
）
の
失
格
を
宣
告
す
る（
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ

ト
）。
こ
の
場
合
は
大
会
の
最
初
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
失
格
と
し
、

順
位
は
空
位
と
す
る
。

２
正
審
は
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
レ
フ
ェ
リ
ー
と
協

議
の
上
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
団
体
戦
に
お
い
て
は
チ
ー
ム
）
の
失
格

と
し
相
手
方
の
勝
ち
を
宣
告
す
る
。（
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
ゲ

ー
ム
セ
ッ
ト
）。

（
１
）
そ
の
マ
ッ
チ
の
出
場
の
通
告
を
受
け
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
コ

ー
ト
に
出
場
し
な
い
場
合
。

（
２
）
団
体
戦
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
提
出
さ
れ
た
オ
ー
ダ
ー
順

に
出
場
し
な
い
場
合
。

（
３
）
１
マ
ッ
チ
に
つ
き
警
告
が
３
回
目
に
お
よ
ん
だ
場
合
（
レ

ッ
ド
カ
ー
ド
）。

（
交
替
の
禁
止
）

第
２２
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
、
マ
ッ
チ
の
途
中
で
交
替
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

（
１
）
身
体
上
審
判
の
継
続
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
。

（
２
）
参
加
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
審
判
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
、
大
会

の
進
行
に
支
障
を
き
た
す
場
合
。

第
４
章

マ
ッ
チ
の
進
行

（
マ
ッ
チ
の
進
行
）

第
２３
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
マ
ッ
チ
の
進
行
を
次
の
と
お
り
行
う
。

（
１
）
双
方
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
の
外
側
中
央
に

立
ち
、
ネ
ッ
ト
の
方
向
に
向
か
い
合
い
整
列
す
る
。

（
２
）
前
号
の
状
態
の
後
、
正
審
の
合
図
に
よ
っ
て
双
方
が
ネ
ッ

ト
ま
で
進
み
挨
拶
を
し
、
次
に
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
挨
拶
を
交

わ
す
。

（
３
）
挨
拶
の
際
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
位
置
は
、
ネ
ッ
ト
を
は
さ

ん
で
正
審
と
副
審
が
審
判
台
側
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
外
側
に

立
ち
、
線
審
は
正
審
及
び
副
審
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
側
に
一
人

ず
つ
分
か
れ
て
立
つ
。
正
審
の
合
図
に
よ
り
プ
レ
ー
ヤ
ー
が

ネ
ッ
ト
に
近
寄
っ
た
ら
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
も
サ
ー
ビ
ス
コ
ー

ト
の
中
央
ま
で
近
寄
る
。

（
４
）
挨
拶
が
終
っ
た
後
、
正
審
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
確
認
を
す
る
。

（
５
）
団
体
戦
の
場
合
は
、
双
方
の
チ
ー
ム
全
員
が
、
ベ
ー
ス
ラ

審
判
規
則

第
2
0
条
～
第
2
1
条

審
判
規
則

第
2
2
条
～
第
2
3
条
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イ
ン
の
外
に
横
に
１
列
に
な
っ
て
、
ネ
ッ
ト
の
方
向
に
向
か

っ
て
立
ち
、
正
審
の
合
図
に
よ
っ
て
、
ネ
ッ
ト
に
近
寄
り
挨

拶
を
行
う
。
監
督
が
い
る
場
合
は
、
最
も
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
寄

り
の
位
置
と
す
る
。
チ
ー
ム
全
体
の
挨
拶
後
は
、
個
々
の
対

戦
ご
と
に
個
人
戦
と
同
様
に
進
め
る
。

（
６
）（
国
際
大
会
）

マ
ッ
チ
開
始
前
の
挨
拶
が
終
っ
た
後
、
副
審
（
副
審
を
省

略
す
る
場
合
は
正
審
）
は
コ
イ
ン
の
Ａ
面
と
Ｂ
面
を
双
方
の

プ
レ
ー
ヤ
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
に
示
し
、
コ
イ
ン
を
投
げ
る
。
コ

イ
ン
の
Ａ
面
が
上
に
な
っ
た
場
合
は
正
審
の
右
側
の
ペ
ア
が
、

コ
イ
ン
の
Ｂ
面
が
上
に
な
っ
た
場
合
は
正
審
の
左
側
の
ペ
ア

が
そ
れ
ぞ
れ
先
取
権
を
得
る
。
先
取
権
を
得
た
ペ
ア
は
、
サ

ー
ビ
ス
と
レ
シ
ー
ブ
の
い
ず
れ
か
、
又
は
サ
イ
ド
を
選
択
す

る
権
利
を
得
る
。
相
手
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
先
取
権
を
得
た
プ

レ
ー
ヤ
ー
が
選
ば
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
選
択
す
る
権
利

を
持
つ
。
な
お
、
進
行
の
都
合
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
若
し
く

は
レ
シ
ー
ブ
又
は
サ
イ
ド
の
選
択
を
事
前
に
行
っ
て
お
く
こ

と
が
で
き
る
。

（
国
内
大
会
）

マ
ッ
チ
開
始
前
の
挨
拶
が
終
っ
た
後
、
双
方
の
ペ
ア
の
片

方
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
「
ジ
ャ
ン
ケ
ン
」
を
行
い
、
負
け
た
側

が
ラ
ケ
ッ
ト
の
公
認
マ
ー
ク
（
こ
ち
ら
が
表
と
な
る
）
を
相

手
に
示
し
て
ラ
ケ
ッ
ト
を
コ
ー
ト
上
に
立
て
て
回
す
。
ラ
ケ

ッ
ト
が
静
止
す
る
前
に
ジ
ャ
ン
ケ
ン
に
勝
っ
た
側
が
「
表
」

又
は
「
裏
」
と
言
う
。
言
い
当
て
た
場
合
先
取
権
を
得
、
言

い
当
て
な
か
っ
た
場
合
は
ジ
ャ
ン
ケ
ン
で
負
け
た
側
が
先
取

権
を
得
る
。
先
取
権
を
得
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
、
サ
ー
ビ
ス
と

レ
シ
ー
ブ
の
い
ず
れ
か
、
又
は
サ
イ
ド
を
選
択
す
る
権
利
を

得
る
。
相
手
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
先
取
権
を
得
た
プ
レ
ー
ヤ
ー

が
選
ば
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
選
択
す
る
権
利
を
持
つ
。

な
お
、
進
行
の
都
合
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
レ
シ
ー

ブ
又
は
サ
イ
ド
の
選
択
を
事
前
に
行
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
。

（
７
）
ボ
ー
ル
が
選
択
制
の
場
合
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
の
勝
者
が
ボ

ー
ル
を
選
ぶ
。
た
だ
し
、
団
体
戦
の
場
合
は
双
方
の
チ
ー
ム

の
代
表
者
に
よ
り
決
定
し
た
ボ
ー
ル
で
全
対
戦
を
行
う
。

（
８
）
サ
ー
ビ
ス
及
び
レ
シ
ー
ブ
並
び
に
サ
イ
ド
が
決
ま
っ
た
後
、

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
マ
ッ
チ
開
始
前
の
練
習
を
し
、
ア
ン
パ
イ
ヤ

ー
は
位
置
に
つ
く
。
練
習
時
間
は
通
常
１
分
以
内
と
す
る
。

た
だ
し
、
レ
フ
ェ
リ
ー
は
、
競
技
責
任
者
と
協
議
の
上
、
試

合
進
行
の
状
況
に
よ
り
こ
れ
を
短
縮
し
、
又
は
設
け
な
い
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
決
定
に
つ
い
て
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に
伝
え

る
も
の
と
す
る
。

（
９
）
所
定
の
練
習
時
間
が
終
了
し
た
後
、
正
審
は
「
レ
デ
ィ
」

と
コ
ー
ル
し
て
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
マ
ッ
チ
開
始
の
位
置
に
つ
か

せ
る
。

（
１０
）
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
位
置
に
つ
い
た
後
、
正
審
は
「
サ
ー
ビ
ス

サ
イ
ド
○
○
（
所
属
）
○
○
・
○
○
（
ペ
ア
）、
レ
シ
ー
ブ

サ
イ
ド
○
○
（
所
属
）
○
○
・
○
○
（
ペ
ア
）、
○
ゲ
ー
ム

マ
ッ
チ
、
プ
レ
ー
ボ
ー
ル
」
等
と
コ
ー
ル
し
、
マ
ッ
チ
を
開

始
す
る
。

（
１１
）
マ
ッ
チ
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
間
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は

競
技
規
則
及
び
こ
の
規
則
の
定
め
に
従
い
、
正
確
、
か
つ
円

滑
に
進
行
す
る
。

（
１２
）
マ
ッ
チ
が
終
了
し
た
後
、
正
審
は
「
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
」
の

コ
ー
ル
を
し
て
直
ち
に
審
判
台
を
降
り
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
待

た
せ
な
い
よ
う
に
プ
レ
ー
ヤ
ー
及
び
他
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
も

ネ
ッ
ト
の
傍
に
寄
る
。
正
審
が
「
○
対
○
で
○
○
の
勝
ち
」

等
と
勝
敗
の
宣
告
を
し
た
後
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
同
士
、
そ
し
て

プ
レ
ー
ヤ
ー
と
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
が
挨
拶
を
し
て
解
散
す
る
。

審
判
規
則

第
2
3
条

審
判
規
則

第
2
3
条
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（
１３
）
団
体
戦
の
場
合
は
試
合
前
の
挨
拶
と
同
様
に
、
双
方
の
チ

ー
ム
が
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
の
後
ろ
に
整
列
し
て
か
ら
正
審
の
合

図
「
集
合
」
と
い
う
コ
ー
ル
に
よ
り
ネ
ッ
ト
の
傍
に
よ
り
、

正
審
が
「
○
対
○
で
○
○
の
勝
ち
」
等
と
試
合
の
勝
敗
の
宣

告
を
し
た
後
、
チ
ー
ム
同
士
、
そ
し
て
双
方
の
チ
ー
ム
と
ア

ン
パ
イ
ヤ
ー
が
挨
拶
を
し
て
解
散
す
る
。

（
採
点
票
の
記
入
）

第
２４
条

採
点
票
は
原
則
と
し
て
定
め
ら
れ
た
様
式
の
も
の
を
使
用

し
、
記
入
要
領
に
し
た
が
っ
て
マ
ッ
チ
中
に
正
審
が
記
入
す
る
。

た
だ
し
、
マ
ッ
チ
終
了
の
際
、
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
の
コ
ー
ル
を
し

て
か
ら
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
の
挨
拶
を
す
る
ま
で
に
、
時
間
的
余
裕

が
な
い
場
合
は
、
挨
拶
を
す
ま
せ
て
か
ら
採
点
票
の
記
入
を
完

了
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ダ
ブ
ル
ス
・
シ
ン
グ
ル
ス
採
点
票
記
入
の
仕
方

（
１
）
正
審
は
、
採
点
票
に
必
要
事
項
を
正
確
に
記
入
す
る
。

（
コ
ー
ト
番
号
及
び
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
①
番
号
、
②
所
属
、
③

名
前
は
記
録
係
又
は
進
行
係
が
記
入
す
る
こ
と
を
原
則
と

し
、
正
審
は
必
ず
確
認
す
る
と
と
も
に
担
当
ア
ン
パ
イ
ヤ

ー
の
氏
名
及
び
開
始
時
間
を
必
ず
記
入
す
る
）

（
２
）
サ
ー
ビ
ス
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
及
び
ペ
ア
（
Ｓ
）・
レ
シ
ー
ブ
の

プ
レ
ー
ヤ
ー
及
び
ペ
ア
（
Ｒ
）
が
決
ま
れ
ば
Ｓ
・
Ｒ
部
分

を
○
で
囲
む
。

（
３
）
ポ
イ
ン
ト
の
欄
に
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
の
を
○
、
失
っ
た

ポ
イ
ン
ト
は
×
を
上
段
左
か
ら
右
に
記
入
す
る
。

（
４
）
ゲ
ー
ム
を
終
わ
る
ご
と
に
そ
の
ゲ
ー
ム
で
得
た
ポ
イ
ン
ト
数

を
中
央
の
ス
コ
ア
ー
欄
に
記
入
し
、
そ
の
ゲ
ー
ム
を
得
た

側
の
数
を
○
で
囲
む
。

（
５
）
マ
ッ
チ
終
了
後
は
（
ス
コ
ア
ー
）
欄
に
得
た
ゲ
ー
ム
数
及
び

終
了
時
間
を
必
ず
記
入
し
，
勝
者
の
側
の
ゲ
ー
ム
数
を
○

で
囲
む
。

（
６
）
警
告
欄
に
該
当
プ
レ
ー
ヤ
ー
・
ペ
ア
及
び
監
督
に
対
し
出
し

た
警
告
（
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
Ｙ
・
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
Ｒ
）
を

○
で
囲
み
該
当
事
項
欄
に
そ
の
理
由
を
記
入
す
る
。

（
７
）
タ
イ
ム
欄
に
身
体
上
の
故
障
の
発
生
毎
に
５
を
○
で
囲
む
。

（
８
）
サ
イ
ド
を
選
択
し
た
ペ
ア
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
欄
の
下
部
の
サ
イ

ド
を
○
で
囲
む
。

審
判
規
則

第
2
4
条

審
判
規
則

採
点
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方
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判
規
則
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点
票

審
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規
則
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表
１

用
語
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意
義

別
表
１

用
語
の
意
義

用
語

意
義

１
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
場

so
ft
te
nn
is
co
ur
t

１
．
広
義
の
用
語
と
し
て
は
、
コ
ー
ト

・
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
、
施
設
及
び
付
帯
す

る
施
設
・
設
備
の
総
称
を
い
う
。

２
．
競
技
規
則
の
う
え
で
は
、
コ
ー
ト

・
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
・
ネ
ッ
ト
・
ネ
ッ
ト

ポ
ス
ト
及
び
審
判
台
と
す
る
。

２
コ
ー
ト

co
ur
t

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
区

画
さ
れ
た
平
面
の
平
坦
な
ス
ペ
ー
ス
縦

２３
．７
７
m
・
横
１０
．９
７
m
の
長
方
形
と
し

区
画
す
る
ラ
イ
ン
の
外
側
を
境
界
と
し
、

そ
の
中
央
を
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
で
支
え
ら

れ
た
ネ
ッ
ト
で
ニ
分
さ
れ
る
。

３
ア
ウト
コ
ー
ト

ou
tc
ou
rt

競
技
を
支
障
な
く
行
う
た
め
の
コ
ー
ト

周
辺
の
ス
ペ
ー
ス
で
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
か

ら
後
方
に
８
m
以
上
・
サ
イ
ド
ラ
イ

ン
か
ら
外
側
に
６
m
以
上
を
原
則
と

す
る
。

４
サ
ー
フ
ェ
ー
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
で
は
ク
レ
ー
、
砂
入
り
人

工
芝
を
含
む
人
工
芝
又
は
全
天
候
ケ
ミ

カ
ル
等
。
イ
ン
ド
ア
で
は
木
板
、
砂
入

り
人
工
芝
を
含
む
人
工
芝
、
硬
質
ラ
バ

ー
、
ケ
ミ
カ
ル
等
と
す
る
。

５
ラ
イト
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト

レ
シ
ー
バ
ー
側
か
ら
ネ
ッ
ト
に
向
か
っ

て
右
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト

６
レ
フ
ト
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト

レ
シ
ー
バ
ー
側
か
ら
ネ
ッ
ト
に
向
か
っ

て
左
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
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別
表
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用
語
の
意
義

用
語

意
義

１８
ロ
ン
グ
マ
ッ
チ

３
ゲ
ー
ム
及
び
５
ゲ
ー
ム
を
各
ゲ
ー
ム

各
ゲ
ー
ム
を
１５
ポ
イ
ン
ト
制
で
行
う
こ

と
を
い
う
。
３
ゲ
ー
ム
及
び
５
ゲ
ー
ム
、

７
ゲ
ー
ム
又
は
９
ゲ
ー
ム
を
１
セ
ッ
ト

と
し
、
３
セ
ッ
ト
及
び
５
セ
ッ
ト
マ
ッ

チ
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

１９
ゲ
ー
ム
中

in
ga
m
e

ゲ
ー
ム
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
の
中
で
、

イ
ン
プ
レ
ー
の
ほ
か
、
ポ
イ
ン
ト
と
ポ

イ
ン
ト
の
間
や
タ
イ
ム
中
も
含
ま
れ
る
。

２０
マ
ッ
チ
中

プ
レ
ー
ボ
ー
ル
か
ら
マ
ッ
チ
が
終
了
ま

で
の
間
。
ゲ
ー
ム
中
の
ほ
か
に
ゲ
ー
ム

と
ゲ
ー
ム
の
間
も
含
ま
れ
る
。

２１
サ
ー
バ
ー

サ
ー
ビ
ス
サ
イ
ド
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は

ペ
ア
。

２２
レ
シ
ー
バ
ー

レ
シ
ー
ブ
サ
イ
ド
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は

ペ
ア
。

２３
パ
ー
ト
ナ
ー

ダ
ブ
ル
ス
マ
ッ
チ
で
組
む
プ
レ
ー
ヤ
ー

で
、
サ
ー
ビ
ス
（
レ
シ
ー
ブ
）
を
す
る

プ
レ
ー
ヤ
ー
の
他
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
２

人
は
お
互
い
に
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。

２４
サ
ー
ビ
ス

ポ
イ
ン
ト
の
最
初
に
ボ
ー
ル
を
打
つ
行

為
。

２５
レ
シ
ー
ブ

サ
ー
ビ
ス
さ
れ
た
ボ
ー
ル
を
打
ち
返
す

行
為
。

２６
有
効
返
球

イ
ン
プ
レ
ー
で
、
失
ポ
イ
ン
ト
に
も
ノ

ー
カ
ウ
ウ
ン
ト
に
も
な
ら
な
い
打
球
。

２７
直
接
関
係
者

そ
の
マ
ッ
チ
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
並
び
に
ア

ン
パ
イ
ヤ
－
。

用
語

意
義

７
施
設

ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
及
び
審
判
台

８
付
帯
す
る
施
設
・
設
備

フ
ェ
ン
ス
・
観
覧
席
・
ベ
ン
チ
・
そ
の

他

９
用
具

ネ
ッ
ト
、
ボ
ー
ル
、
ラ
ケ
ッ
ト

１０
コ
ー
ル

ア
ン
パ
イ
ヤ
－
の
判
定
、
ポ
イ
ン
ト
及

び
ゲ
ー
ム
の
カ
ウ
ン
ト
等
、
ア
ン
パ
イ

ヤ
－
が
発
声
を
も
っ
て
表
示
す
る
こ
と
。

１１
サ
イド

コ
ー
ト
を
ネ
ッ
ト
で
二
分
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
片
側
を
い
う

１２
ポ
イ
ン
ト

ス
コ
ア
の
最
小
単
位

１３
ゲ
ー
ム

ポ
イ
ン
ト
が
集
積
さ
れ
て
規
定
に
達
す

る
こ
と

１４
セ
ット

ゲ
ー
ム
が
集
積
さ
れ
て
規
定
に
達
す
る

こ
と
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
で
は
通
常
１
セ

ッ
ト
マ
ッ
チ
で
あ
る
。

１５
マ
ッ
チ

１
セ
ッ
ト
マ
ッ
チ
の
場
合
は
ゲ
ー
ム
の

集
積
さ
れ
て
規
定
に
達
す
る
事
で
あ
り
、

ロ
ン
グ
マ
ッ
チ
の
場
合
は
マ
ッ
チ
が
集

積
さ
れ
て
規
定
に
達
す
る
こ
と
。

１６
試
合

広
義
…
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
、
リ
ー
グ
戦
、

団
体
戦
等
マ
ッ
チ
の
集
合

１７
シ
ョ
ー
ト
マ
ッ
チ

フ
ァ
イ
ナ
ル
と
同
じ
方
法
で
、
１５
ポ
イ

ン
ト
を
先
取
す
る
。
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意
義

用
語

意
義

３６
不
戦
勝

組
合
せ
の
上
で
相
手
が
無
い
か
、
又
は

相
手
が
棄
権
・
失
格
し
た
た
め
戦
わ
ず

し
て
勝
ち
と
な
り
、
次
回
戦
に
進
む
こ

と
。

３７
大
会
委
員
長

大
会
を
総
体
的
に
管
理
し
大
会
運
営
に

関
す
る
一
切
の
責
任
を
負
う
大
会
役
員
。

３８
競
技
責
任
者

競
技
上
の
運
営
に
関
す
る
一
切
の
問
題

に
決
定
権
を
持
つ
大
会
役
員
。

３９
ト
ス

（
１
）
マ
ッ
チ
開
始
に
先
立
っ
て
、
サ

ー
ビ
ス
（
レ
シ
ー
ブ
）
と
サ
イ
ド
を
決

め
る
こ
と
。
（
２
）
サ
ー
ビ
ス
す
る
た

め
に
手
か
ら
ボ
ー
ル
を
放
す
こ
と
。
た

だ
し
、
こ
の
場
合
は
、
特
に
「
サ
ー
ビ

ス
の
ト
ス
」
と
い
う
。

４０
棄
権

競
技
規
則
第
３８
条
及
び
審
判
規
則
第
１８

条
に
該
当
す
る
場
合
で
相
手
方
の
勝
ち

と
す
る
。
こ
の
場
合
、
負
け
と
な
っ
た
、

プ
レ
ー
ヤ
ー
・
ペ
ア
・
チ
ー
ム
が
す
で

に
得
た
ポ
イ
ン
ト
・
ゲ
ー
ム
は
、
有
効

と
す
る
。

４１
失
格

競
技
規
則
第
４２
条
・
審
判
規
則
第
２１
条

に
該
当
す
る
場
合
で
、
大
会
の
最
初
に

の
ぼ
っ
て
出
場
資
格
を
失
う
こ
と
。
大

会
運
営
規
則
第
１３
条
を
参
照
。

用
語

意
義

２８
関
係
者

プ
レ
ー
ヤ
ー
、
部
長
、
監
督
、
外
部
コ

ー
チ
、
コ
ー
チ
、
該
当
チ
ー
ム（
ペ
ア
）

の
応
援
団
の
総
称

２９
着
衣

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
身
体
に
つ
け
て
い
る
服

装
等
で
帽
子
、
タ
オ
ル
、
眼
鏡
等
も
含

む
。

３０
ア
ン
パ
イ
ヤ
－

正
審
、
副
審
、
線
審
の
総
称

３１
レ
フ
ェ
リ
ー

審
判
委
員
長
、
審
判
副
委
員
長
で
競
技

規
則
の
解
釈
と
適
用
に
対
す
る
権
限
を

持
つ
。

３２
レ
フ
ェ
リ
ー
長

レ
フ
ェ
リ
ー
の
統
括
者
を
い
う
。

３３
コ
ー
ト
主
任

必
要
と
認
め
る
場
合
に
置
か
れ
、
担
当

す
る
コ
ー
ト
の
進
行
を
促
し
、
必
要
に

よ
り
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
－
に
指
導
・
助
言

を
行
う
。

３４
提
訴

ア
ン
パ
イ
ヤ
－
の
判
定
に
対
し
、
競
技

規
則
・
審
判
規
則
の
適
用
に
疑
義
を
持

ち
、
レ
フ
ェ
リ
ー
に
判
定
を
求
め
る
こ

と
。
レ
フ
ェ
リ
ー
の
判
定
は
最
終
の
も

の
で
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
－
も
プ
レ
ー
ヤ
ー

も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３５
シ
ー
ド

組
合
せ
を
作
る
時
に
強
い
プ
レ
ー
ヤ
－

・
ペ
ア
又
は
チ
ー
ム
を
規
定
に
よ
り
要

所
に
配
置
す
る
こ
と
。
大
会
運
営
規
則

第
１４
条
を
参
照
。
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審
判
規
則

別
表
１

用
語
の
意
義

審
判
規
則

別
表
２

判
定
及
び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

別
表
２

判
定
及
び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

用
語

意
義

1
re
ad
y

レ
デ
ィ

マ
ッ
チ
開
始
の
前
に
練
習
を
や
め
さ
せ
、

プ
レ
ー
ヤ
ー
を
位
置
に
つ
か
せ
る
。

2
se
rv
ic
e
si
de

サ
ー
ビ
ス
サ
イド

サ
ー
ビ
ス
を
す
る
方
の
側

3
re
ce
iv
e
si
de

レ
シ
ー
ブ
サ
イド

レ
シ
ー
ブ
を
す
る
方
の
側

4
se
ve
n-
ga
m
e
m
at
ch

セ
ブ
ン
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ

ゲ
ー
ム
7
の
マ
ッ
チ
。
他
に
フ
ァ
イ

ブ
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ
、
ナ
イ
ン
ゲ
ー
ム
マ

ッ
チ
、
ス
リ
ー
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ
、
シ
ョ

ー
ト
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ
等
が
あ
る
。

5
pl
ay
ba
ll

プ
レ
ー
ボ
ー
ル

マ
ッ
チ
開
始
の
コ
ー
ル
。

6
le
t
レ
ット

第
26
条
の
各
号
に
該
当
し
た
場
合
で
、

そ
の
サ
ー
ビ
ス
は
や
り
直
す
。
こ
の
場

合
、
正
審
は
「
レ
ッ
ト
」
の
あ
と
に
「
ツ

ー
モ
ア
（
ワ
ン
モ
ア
）
サ
ー
ビ
ス
」
と

コ
ー
ル
す
る
。

7
fo
ot
fa
ul
t

フ
ット
フ
ォ
ー
ル
ト

第
23
条
第
6
号
及
び
第
25
条
第
6

号
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。
そ
の
サ
ー
ビ

ス
は
無
効
で
あ
る
。

8
fa
ul
t

フ
ォ
ー
ル
ト

第
23
条
及
び
第
25
条
第
1
項
各
号

に
適
用
し
た
コ
ー
ル
。
そ
の
サ
ー
ビ
ス

は
無
効
で
あ
る
。

9
do
ub
le
fa
ul
t

ダ
ブ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト

第
1
及
び
第
2
サ
ー
ビ
ス
が
と
も
に

フ
ォ
ー
ル
ト
と
な
っ
た
場
合
で
1
ポ

イ
ン
ト
を
失
う
。

用
語

意
義

４２
警
告

競
技
規
則
第
１５
条
、
第
３８
条
及
び
第
４０

条
に
明
ら
か
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ

る
場
合
、
正
審
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
団
体

の
場
合
は
監
督
を
含
む
）
に
対
し
警
告

（
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
）
を
与
え
る
。

４３
ス
ト
リ
ン
グ

ラ
ケ
ッ
ト
の
フ
レ
ー
ム
に
張
る
糸
の
こ

と
を
い
う
。
（
以
前
は
ガ
ッ
ト
と
い
っ

て
い
た
）
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審
判
規
則

別
表
２

判
定
及
び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

審
判
規
則

別
表
２

判
定
及
び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

用
語

意
義

17
ne
tt
ou
ch

ネ
ット
タ
ッ
チ

第
35
条
第
5号
－
イ
及
び
第
10
号
第
11
号
に

該
当
す
る
。
イ
ン
プ
レ
ー
で
ラ
ケ
ッ
ト
、

身
体
、
着
衣
等
が
ネ
ッ
ト
、
ネ
ッ
ト
ポ

ス
ト
に
触
れ
た
場
合
。
失
ポ
イ
ン
ト
。

18
to
uc
h

タ
ッ
チ

第
35
条
第
5号
－
ウ
及
び
第
11
号
に

該
当
す
る
。
イ
ン
プ
レ
ー
で
ラ
ケ
ッ
ト
、

身
体
、
着
衣
等
が
審
判
台
、
ア
ン
パ
イ

ヤ
ー
に
触
れ
た
場
合
。
失
ポ
イ
ン
ト
。

19
ne
to
ve
r

ネ
ット
オ
ー
バ
ー

第
35
条
第
5
号
－
ア
に
適
用
す
る
コ

ー
ル
。
イ
ン
プ
レ
ー
で
ラ
ケ
ッ
ト
、
身

体
、
着
衣
等
が
一
部
で
も
ネ
ッ
ト
を
越

え
た
場
合
。
失
ポ
イ
ン
ト
。
た
だ
し
、

打
球
後
の
惰
性
で
超
え
て
イ
ン
タ
ー
フ

ェ
ア
ー
と
な
ら
な
い
場
合
は
失
ポ
イ
ン

ト
と
な
ら
な
い
。

20
th
ro
ug
h

ス
ル
ー

第
35
条
第
1
号
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。

ボ
ー
ル
が
ネ
ッ
ト
の
破
れ
目
、
ネ
ッ
ト

の
下
、
ネ
ッ
ト
と
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
の
間

を
通
っ
た
と
き
。
失
ポ
イ
ン
ト
。

21
bo
dy
to
uc
h

ボ
デ
ィ
タ
ッ
チ

第
35
条
第
4
号
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。

イ
ン
プ
レ
ー
の
ボ
ー
ル
が
身
体
、
着
衣

等
に
触
れ
た
場
合
。
失
ポ
イ
ン
ト
。（
た

だ
し
、
第
25
条
第
5
号
に
該
当
す
る

場
合
は
フ
ォ
ー
ル
ト
）

22
tip チ
ッ
プ

第
35
条
第
7
号
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。

ボ
ー
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
の
フ
レ
ー
ム
に
触

れ
て
返
球
で
き
な
か
っ
た
場
合
。
失
ポ

イ
ン
ト
。

用
語

意
義

10
in
pl
ay

イ
ン
プ
レ
ー

サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
か
ら
レ
ッ
ト
若

し
く
は
フ
ォ
ー
ル
ト
に
な
る
か
又
は
ポ

イ
ン
ト
が
決
ま
る
ま
で
の
間
。

11
in イ
ン

イ
ン
プ
レ
ー
で
ボ
ー
ル
が
ラ
イ
ン
内
又

は
ラ
イ
ン
に
触
れ
て
バ
ウ
ン
ド
し
た
場

合
。

12
ou
t

ア
ウト

第
35
条
第
2
号
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。

打
球
が
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
に
バ
ウ
ン
ド
し

た
場
合
、
あ
る
い
は
、
審
判
台
、
付
帯

す
る
施
設
・
設
備
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に

直
接
当
た
っ
た
場
合
。
失
ポ
イ
ン
ト
。

13
di
re
ct

ダ
イ
レ
クト

(1
)サ
ー
ビ
ス
ボ
ー
ル
が
ノ
ー
バ
ウ
ン

ド
で
レ
シ
ー
バ
ー
の
身
体
、
着
衣
、
ラ

ケ
ッ
ト
に
触
れ
た
場
合
。
レ
シ
ー
バ
ー

の
失
ポ
イ
ン
ト
。

(2
)打
た
れ
た
ボ
ー
ル
を
ア
ウ
ト
コ
ー

ト
に
お
い
て
、
ノ
ー
バ
ウ
ン
ド
で
ラ
ケ

ッ
ト
で
止
め
た
場
合
。
失
ポ
イ
ン
ト
。

た
だ
し
、
ラ
ケ
ッ
ト
で
打
ち
返
し
て
有

効
返
球
と
な
れ
ば
プ
レ
ー
は
続
け
ら
れ

る
。

14
no
co
un
t

ノ
ー
カ
ウ
ン
ト

第
36
条
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。
何
等

か
の
事
故
に
よ
り
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
採

点
し
な
い
で
や
り
直
す
。

15
tim
e

タ
イ
ム

第
37
条
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。
何
等

か
の
理
由
に
よ
っ
て
プ
レ
ー
を
中
断
す

る
場
合
。

16
no
tim
e

ノ
ー
タ
イ
ム

タ
イ
ム
が
終
わ
っ
て
プ
レ
ー
を
再
開
す

る
場
合
。
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審
判
規
則

別
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判
定
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び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

審
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則
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ン
ト
の
コ
ー
ル

用
語

意
義

23
tw
o
bo
un
ds

ツ
ー
バ
ウ
ン
ズ

第
35
条
第
3
号
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。

2
度
以
上
バ
ウ
ン
ド
し
た
ボ
ー
ル
を
打

っ
た
場
合
。
失
ポ
イ
ン
ト
。

24
dr
ib
bl
e

ド
リ
ブ
ル

第
25
条
第
4号
及
び
第
35
条
第
6号

に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。
打
球
の
と
き
ボ

ー
ル
が
2
度
以
上
ラ
ケ
ッ
ト
に
当
た

っ
た
場
合
。
イ
ン
プ
レ
ー
の
と
き
は
失

ポ
イ
ン
ト
、
サ
ー
ビ
ス
の
と
き
は
フ
ォ

ー
ル
ト
。

25
ca
rr
y

キ
ャ
リ
ー

第
35
条
第
6
号
に
適
用
す
る
コ
ー
ル
。

ラ
ケ
ッ
ト
上
で
ボ
ー
ル
が
静
止
す
る
こ

と
。
失
ポ
イ
ン
ト
。

26
in
te
rfe
re

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ア
ー

第
30
条
第
3
号
、
第
4
号
、
第
5
号

及
び
第
35
条
第
5
号
エ
、
第
8
号
、

第
9
号
、
第
12
号
、
第
13
号
に
適

用
す
る
コ
ー
ル
。
失
ポ
イ
ン
ト
。

27
co
rr
ec
tio
n

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

正
審
が
コ
ー
ル
又
は
カ
ウ
ン
ト
を
誤
っ
た

と
き
訂
正
に
あ
た
っ
て
コ
ー
ル
す
る
。

28
ch
an
ge
si
de
s

チ
ェ
ン
ジ
サ
イ
ズ

第
32
条
第
1
項
及
び
第
2
項
の
定
め

に
従
い
、
サ
イ
ド
を
交
替
し
、
サ
ー
ビ

ス
を
相
手
方
と
交
替
す
る
こ
と
を
命
ず

る
コ
ー
ル
。

29
ch
an
ge
se
rv
ic
e

チ
ェ
ン
ジ
サ
ー
ビ
ス

第
32
条
第
1
項
及
び
第
2
項
及
び
第

３
条
第
１
号
の
定
め
に
従
い
、
サ
ー
ビ

ス
を
相
手
方
と
交
替
す
る
こ
と
を
命
ず

る
コ
ー
ル
。

30
ro
ta
tio
n
ch
an
ge

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
ジ
パ
ー
ト
ナ
ー
と
交
替
す
る
こ
と
を
命
ず

る
コ
ー
ル
。
（
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
順

序
を
誤
っ
た
場
合
の
コ
ー
ル
）

用
語

意
義

31
le
t's
pl
ay

レ
ッ
ツ
プ
レ
イ

連
続
的
に
プ
レ
ー
す
る
こ
と
を
命
ず
る

コ
ー
ル
。

32
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ

ゲ
ー
ム
セ
ット

競
技
規
則
第
３９
条
第
５
号
・
第
４２
条
に

該
当
し
た
場
合
、
該
当
し
た
プ
レ
ー
ヤ

ー
・
ペ
ア
・
チ
ー
ム
の
負
け
。
相
手
側

の
勝
ち
を
宣
告
す
る
。

33
タ
イ
ム
ア
ッ
プ

ゲ
ー
ム
セ
ット

競
技
規
則
第
３９
条
第
３
号
及
び
第
４
号

に
よ
り
、
相
手
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア

の
勝
ち
を
宣
告
す
る
。

34
re
tir
em
en
t

リ
タ
イ
ヤ
メ
ン
ト

競
技
規
則
第
39
条
及
び
審
判
規
則
第

18
条
に
よ
り
棄
権
を
宣
告
す
る
コ
ー
ル
。

「
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
」

又
は
「
タ
イ
ム
ア
ッ
プ
ゲ
ー
ム
セ
ッ

ト
」
に
つ
づ
け
て
コ
ー
ル
す
る
。

35
di
sq
ua
lif
ic
at
io
n

デ
ィ
ス
ク
オ
リフ
ィ
ケ
ィシ
ョン

競
技
規
則
第
42
条
及
び
審
判
規
則
第

21
条
に
よ
り
失
格
を
宣
告
す
る
コ
ー

ル
。
「
レ
フ
ェ
リ
ー
ス
ト
ッ
プ
ゲ
ー
ム

セ
ッ
ト
」
に
つ
づ
け
て
コ
ー
ル
す
る
。

36
ワ
ン
モ
ア
サ
ー
ビ
ス

レ
ッ
ト
の
あ
と
、
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
プ

レ
ヤ
ー
に
第
２
サ
ー
ビ
ス
を
指
示
す
る

コ
ー
ル
。

37
ツ
ー
モ
ア
サ
ー
ビ
ス

レ
ッ
ト
の
あ
と
、
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
プ

レ
ヤ
ー
に
第
１
サ
ー
ビ
ス
を
指
示
す
る

コ
ー
ル
。

38
on
e
ze
ro
(z
er
o
on
e)

ワ
ン
ゼ
ロ（
ゼ
ロ
ワ
ン
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
1
ポ

イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

39
tw
o
ze
ro
(z
er
o
tw
o)

ツ
ー
ゼ
ロ（
ゼ
ロ
ツ
ー
）
サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
2
ポ

イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。
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判
規
則

別
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判
定
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び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

審
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則
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判
定
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カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

用
語

意
義

50
fo
ur
on
e(
on
e
fo
ur
)

フ
ォ
ー
ワ
ン

（
ワ
ン
フ
ォ
ー
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
4
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
1
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

51
fo
ur
tw
o(
tw
o
fo
ur
)

フ
ォ
ー
ツ
ー

（
ツ
ー
フ
ォ
ー
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
4
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
2
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

52
fiv
e
ze
ro
(z
er
o
fiv
e)

フ
ァ
イ
ブ
ゼ
ロ

（
ゼ
ロ
フ
ァ
イ
ブ
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
5
ポ

イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

53
fiv
e
on
e(
on
e
fiv
e)

フ
ァ
イ
ブ
ワ
ン

（
ワ
ン
フ
ァ
イ
ブ
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
5
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
1
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

54
fiv
e
tw
o(
tw
o
fiv
e)

フ
ァ
イ
ブ
ツ
ー

（
ツ
ー
フ
ァ
イ
ブ
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
5
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
2
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

55
fo
ur
al
l

フ
ォ
ー
オ
ー
ル

双
方
が
4
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
得
た
と
き
。

56
fiv
e
al
l

フ
ァ
イ
ブ
オ
ー
ル

双
方
が
5
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
得
た
と
き
。

57
si
x
ze
ro
(z
er
o
si
x)

シ
ッ
ク
ス
ゼ
ロ

（
ゼ
ロ
シ
ッ
ク
ス
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
6
ポ

イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

58
si
x
on
e(
on
e
si
x)

シ
ッ
ク
ス
ワ
ン

（
ワ
ン
シ
ッ
ク
ス
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
6
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
1
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

59
si
x
tw
o(
tw
o
si
x)

シ
ッ
ク
ス
ツ
ー

（
ツ
ー
シ
ッ
ク
ス
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
6
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
2
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

用
語

意
義

40
th
re
e
ze
ro
(z
er
o
th
re
e)

ス
リ
ー
ゼ
ロ（
ゼ
ロ
ス
リ
ー
）
サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
3
ポ

イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

41
tw
o
on
e(
on
e
tw
o)

ツ
ー
ワ
ン（
ワ
ン
ツ
ー
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
2
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
1
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

42
th
re
e
on
e(
on
e
th
re
e)

ス
リ
ー
ワ
ン

（
ワ
ン
ス
リ
ー
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
3
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
1
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

43
th
re
e
tw
o(
tw
o
th
re
e)

ス
リ
ー
ツ
ー

（
ツ
ー
ス
リ
ー
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
3
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
2
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

44
on
e
al
l

ワ
ン
オ
ー
ル

双
方
が
1
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
得
た
と
き
。

45
tw
o
al
l

ツ
ー
オ
ー
ル

双
方
が
2
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
得
た
と
き
。

46
th
re
e
al
l

ス
リ
ー
オ
ー
ル

双
方
が
3
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
得
た
と
き
。

47
th
re
e
fo
ur
(fo
ur
th
re
e)

ス
リ
ー
フ
ォ
ー

（
フ
ォ
ー
ス
リ
ー
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
3
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
4
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

48
th
re
e
fiv
e(
fiv
e
th
re
e)

ス
リ
ー
フ
ァ
イ
ブ

（
フ
ァ
イ
ブ
ス
リ
ー
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
3
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
5
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

49
fo
ur
ze
ro
(z
er
o
fo
ur
)

フ
ォ
ー
ゼ
ロ

（
ゼ
ロ
フ
ォ
ー
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
4
ポ

イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

◆
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◆

◆
73
◆



審
判
規
則

別
表
２

判
定
及
び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

審
判
規
則

別
表
２

判
定
及
び
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル

用
語

意
義

60
si
x
th
re
e(
th
re
e
si
x)

シ
ッ
ク
ス
ス
リ
ー

（
ス
リ
ー
シ
ッ
ク
ス
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
6
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
3
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

61
si
x
fo
ur
(f
ou
rs
ix
)

シ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

（
フ
ォ
ー
シ
ッ
ク
ス
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
6
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
4
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

62
si
x
fiv
e(
fiv
e
si
x)

シ
ッ
ク
ス
フ
ァ
イ
ブ

（
フ
ァ
イ
ブ
シ
ッ
ク
ス
）

サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
6
ポ

イ
ン
ト
、
レ
シ
ー
バ
ー
（
サ
ー
バ
ー
）

が
5
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

63
de
uc
e

デ
ユ
ー
ス

双
方
が
3
ポ
イ
ン
ト
ず
つ
得
た
と
き
。

又
フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム
の
場
合
は
6

ポ
イ
ン
ト
ず
つ
を
得
た
と
き
。

64
ad
va
nt
ag
e
se
rv
er

(re
ce
iv
er
)

ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
サ
ー
バ
ー

（
レ
シ
ー
バ
ー
）

デ
ユ
ー
ス
後
サ
ー
バ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）

が
、
1
ポ
イ
ン
ト
を
得
た
と
き
。

65
de
uc
e
ag
ai
n

デ
ユ
ー
ス
ア
ゲ
ン

ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
得
た
側
が
次
の
ポ

イ
ン
ト
を
連
取
で
き
な
く
て
（
相
手
が

ポ
イ
ン
ト
を
得
て
）
同
ポ
イ
ン
ト
に
な

っ
た
と
き
。

66
ga
m
e

ゲ
ー
ム

ゲ
ー
ム
が
終
了
し
た
と
き
。

用
語

意
義

67
ga
m
e
co
un
t

(o
ne
ze
ro
)

ゲ
ー
ム
カ
ウ
ン
ト

（
ワ
ン
ゼ
ロ
）

ゲ
ー
ム
カ
ウ
ン
ト
の
コ
ー
ル
は
、
次
の

ゲ
ー
ム
の
開
始
前
に
サ
ー
バ
ー
側
か
ら

そ
の
得
た
ゲ
ー
ム
の
ス
コ
ア
を
ポ
イ
ン

ト
カ
ウ
ン
ト
と
同
じ
要
領
で
コ
ー
ル
す

る
。
た
だ
し
、
ゲ
ー
ム
カ
ウ
ン
ト
が
3―
3、

4―
4
等
と
な
っ
た
と
き
デ
ユ
ー
ス
や
デ

ユ
ー
ス
ア
ゲ
ン
と
い
わ
ず
ス
リ
ー
オ
ー

ル
、
フ
ォ
ー
オ
ー
ル
な
ど
と
コ
ー
ル
す

る
。

68
fin
al
ga
m
e

フ
ァ
イ
ナ
ル
ゲ
ー
ム

7
ゲ
ー
ム
マ
ッ
チ
の
場
合
ゲ
ー
ム
カ
ウ

ン
ト
が
3―
3
に
な
り
、
最
終
の
ゲ
ー

ム
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
ゲ
ー
ム

カ
ウ
ン
ト
に
つ
づ
け
て
コ
ー
ル
す
る
。

69
ga
m
e
se
t

ゲ
ー
ム
セ
ット

ゲ
ー
ム
が
終
り
、
同
時
に
マ
ッ
チ
も
終

わ
っ
た
と
き
。
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大
会

運
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大
会
運
営
規
則

第
１
章

総
則

（
目
的
）

第
１
条
：
大
会
に
お
け
る
運
営
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

２
大
会
の
主
催
団
体
及
び
主
管
団
体
か
ら
、
大
会
運
営
に
関
す
る

業
務
を
委
任
さ
れ
た
主
管
組
織
（
以
下
「
大
会
主
催
・
主
管
団

体
」
と
い
う
）
は
、
原
則
と
し
て
、
大
会
運
営
規
則
の
規
定
に

基
づ
き
大
会
を
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
会
要
項
）

第
２
条

大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
大
会
要
項
を
作
成
し
、
あ
ら
か

じ
め
参
加
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
大
会
要
項
に
記
載
す
る
項
目
は
原
則
と
し
て
以
下
の
と
お
り
と

す
る
。

（
１
）
大
会
名

（
２
）
主
催
団
体
名

（
３
）
主
管
団
体
名

（
４
）
共
催
、
後
援
及
び
協
賛
団
体
名

（
５
）
開
催
期
日

（
６
）
開
催
地

（
７
）
競
技
会
場

（
８
）
競
技
種
別

（
９
）
競
技
日
程

（
１０
）
参
加
資
格

（
１１
）
エ
ン
ト
リ
ー
方
法
（
選
手
変
更
を
含
む
）

大
会
運
営
規
則

第
1
条
～
第
2
条

◆
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（
１２
）
競
技
規
則
及
び
付
随
規
定

（
１３
）
競
技
及
び
順
位
決
定
方
法

（
１４
）
組
み
合
わ
せ
編
成

（
１５
）
参
加
条
件

（
１６
）
使
用
球
等

（
１７
）
ド
ー
ピ
ン
グ

（
１８
）
医
務

（
１９
）
安
全
管
理

（
２０
）
表
彰

（
２１
）
選
手
団
の
費
用

（
２２
）
代
表
者
会
議 第
２
章

競
技
施
設

（
競
技
施
設
）

第
３
条

競
技
施
設
は
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
競
技
施
設
に
は
原
則
と
し
て
競
技
に
使
用
す
る
ソ
フ
ト
テ

ニ
ス
コ
ー
ト
及
び
施
設
（
ネ
ッ
ト
、
ネ
ッ
ト
ポ
ス
ト
及
び
審

判
台
）
・
設
備
（
フ
ェ
ン
ス
、
ベ
ン
チ
、
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
、

観
客
席
、
便
所
、
選
手
控
室
、
更
衣
室
、
競
技
役
員
席
、
来

賓
席
、
報
道
席
、
医
務
室
、
ロ
ー
ラ
ー
、
コ
ー
ト
ブ
ラ
シ
、

ラ
イ
ン
ぼ
う
き
、
掲
揚
塔
、
シ
ャ
ワ
ー
、
飲
料
水
タ
ン
ク
等

を
い
う
）
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
２
）
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
う
ち
１
面
を
メ
イ
ン
コ
ー
ト
と

す
る
。
メ
イ
ン
コ
ー
ト
は
他
の
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
か
ら

独
立
し
、
観
客
席
の
あ
る
も
の
が
望
ま
し
い
。

（
３
）
コ
ー
ト
及
び
ア
ウ
ト
コ
ー
ト
の
サ
ー
フ
ェ
ー
ス
は
、
ア
ウ

ト
ド
ア
で
は
ク
レ
ー
、
砂
入
り
人
工
芝
又
は
全
天
候
型
ケ
ミ

カ
ル
等
と
し
、
イ
ン
ド
ア
で
は
木
板
、
砂
入
り
人
工
芝
、
硬

質
ラ
バ
ー
、
ケ
ミ
カ
ル
等
と
し
、
大
会
要
項
に
そ
の
種
類
を

明
記
す
る
。

（
４
）
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
面
数
は
、
大
会
規
模
に
応
じ
て
、

予
定
す
る
日
程
で
十
分
試
合
が
消
化
で
き
る
面
数
と
す
る
。

（
５
）
ベ
ン
チ
の
置
く
場
所
は
、
プ
レ
ー
に
支
障
が
な
い
よ
う
に

ア
ウ
ト
コ
ー
ト
に
設
置
す
る
。

第
３
章

競
技
大
会

（
競
技
種
別
）

第
４
条

競
技
実
施
種
別
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、

大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
決
定
し
、
大
会
要
項
に
明
記
す
る
。

（
１
）
個
人
戦
（
男
子
・
女
子
ダ
ブ
ル
ス
）

（
２
）
個
人
戦
（
男
子
・
女
子
シ
ン
グ
ル
ス
）

（
３
）
個
人
戦
（
ミ
ッ
ク
ス
ダ
ブ
ル
ス
）

（
４
）
団
体
戦
（
男
子
・
女
子
）

（
競
技
日
程
）

第
５
条

競
技
日
程
は
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
決
定
し
、
大
会
要

項
に
明
記
す
る
。

（
参
加
資
格
）

第
６
条

参
加
資
格
は
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
決
定
し
、
大
会
要

項
に
明
記
す
る
。

（
エ
ン
ト
リ
ー
）

第
７
条

エ
ン
ト
リ
ー
方
法
は
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
決
定
し
、

大
会
要
項
に
明
記
す
る
。

２
エ
ン
ト
リ
ー
締
め
切
り
後
の
変
更
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な

い
。
た
だ
し
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体
の
判
断
で
こ
れ
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
大
会
主
催
・
主
管

大
会
運
営
規
則

第
3
条

大
会
運
営
規
則

第
4
条
～
第
7
条
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団
体
は
、
大
会
要
項
等
に
お
い
て
、
こ
の
旨
を
周
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
競
技
規
則
等
の
特
例
）

第
８
条

大
会
は
原
則
と
し
て
競
技
規
則
、
審
判
規
則
及
び
こ
の
規

則
に
基
づ
き
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
会
主
催
・

主
管
団
体
は
、
大
会
運
営
に
必
要
な
場
合
、
次
に
掲
げ
る
特
例

を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
大
会
主
催

・
主
管
団
体
は
、
そ
の
内
容
を
大
会
要
項
に
明
記
す
る
も
の
と

す
る
。

（
１
）
競
技
規
則
、
審
判
規
則
及
び
こ
の
規
則
に
関
し
、
各
支
部

連
盟
の
定
め
る
規
則
（
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
カ
ル
規
則
）
が
あ
る

場
合
、
国
内
大
会
等
に
お
い
て
、
当
該
規
則
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
２
）
団
体
戦
に
お
い
て
１
チ
ー
ム
に
１
名
の
監
督
を
置
く
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
監
督
（
部
長
・
外
部
コ
ー
チ
・
コ
ー

チ
を
含
む
）
は
チ
ー
ム
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
一
員
と
み
な
さ
れ

る
。

（
３
）
団
体
戦
に
お
い
て
、
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
は
、
ソ
フ
ト
テ
ニ

ス
場
の
定
め
ら
れ
た
場
所
に
入
り
、
競
技
規
則
で
認
め
ら
れ

る
条
件
の
範
囲
内
に
お
い
て
マ
ッ
チ
を
行
っ
て
い
る
プ
レ
ー

ヤ
ー
に
対
し
、
助
言
及
び
身
体
上
の
手
当
て
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

（
競
技
方
法
）

第
９
条

競
技
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法

に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
決
定
し
、

大
会
要
項
に
明
記
す
る
。

（
１
）
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦
方
式
（
勝
ち
残
り
方
法
に
よ
り
行
い
、

最
後
ま
で
勝
ち
残
っ
た
も
の
を
優
勝
者
と
し
、
以
下
の
順
位

を
決
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
）

（
２
）
リ
ー
グ
戦
方
式
（
総
当
り
で
対
戦
を
行
い
、
別
に
定
め
る

方
法
に
よ
り
順
位
を
決
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
）

（
３
）
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦
方
式
及
び
リ
ー
グ
戦
方
式
の
併
用
方
式

（
参
加
者
規
模
の
状
況
に
よ
り
、
前
２
号
の
方
式
を
組
み
合

わ
せ
て
行
う
も
の
を
い
う
）

２
団
体
戦
の
対
戦
は
、
次
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

（
１
）
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
又
は
リ
ー
グ
戦
方
式
の
い
ず
れ
の
場

合
に
お
い
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
提
出
し
た
オ
ー
ダ
ー
の
順
に

奇
数
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
相
互
に
よ
る
対
戦
を
行
い
、
勝
数
の
多

い
チ
ー
ム
を
勝
者
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
対
戦
は
、

シ
ン
グ
ル
ス
若
し
く
は
ダ
ブ
ル
ス
又
は
シ
ン
グ
ル
ス
と
ダ
ブ

ル
ス
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
、
原
則
と
し
て

す
べ
て
の
対
戦
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
大
会
主
催

・
主
管
団
体
の
決
定
に
よ
り
、
過
半
の
対
戦
を
先
取
し
た
チ

ー
ム
を
勝
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
メ
ン
バ
ー
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
対
象
の
過
半

を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
レ
フ
ェ
リ
ー
及
び
競

技
責
任
者
の
承
認
を
得
て
出
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
オ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
は
１
番
か
ら
順
次
出
場
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
欠
員
を
生
じ
た
対
戦
は
棄
権
と
す
る
（
種
別
の

異
な
る
場
合
も
含
む
）。

３
マ
ッ
チ
の
ゲ
ー
ム
数
は
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
決
定
し
、
大

会
要
項
又
は
他
の
方
法
で
参
加
者
に
周
知
す
る
。

（
リ
ー
グ
戦
の
順
位
決
定
）

第
１０
条

リ
ー
グ
戦
を
行
っ
た
時
の
順
位
は
、
勝
率
の
高
い
順
に
順

位
を
決
め
る
。
勝
率
が
同
じ
場
合
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
１
）
二
者
同
率
の
場
合
は
、
対
戦
の
勝
者
を
優
位
と
す
る
。

大
会
運
営
規
則

第
8
条
～
第
9
条

大
会
運
営
規
則

第
1
0
条
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（
２
）
同
率
者
が
三
者
以
上
の
場
合
は
、
同
率
者
相
互
の
み
の
成

績
を
比
較
し
、
勝
率
の
高
い
順
に
順
位
を
決
定
す
る
。

（
３
）
前
２
号
の
規
定
に
よ
り
順
位
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
同
率
者
相
互
の
み
を
比
較
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
二

者
同
位
に
な
っ
た
時
点
で
第
１
号
を
適
用
す
る
。

個
人
戦

１
得
ゲ
ー
ム
数
か
ら
失
ゲ
ー
ム
数
を
減
じ
た
値
の
大
き

い
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
を
優
位
と
す
る
。

２
得
ポ
イ
ン
ト
数
か
ら
失
ポ
イ
ン
ト
数
を
減
じ
た
値
の

大
き
い
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
を
優
位
と
す
る
。

団
体
戦

１
得
マ
ッ
チ
数
か
ら
失
マ
ッ
チ
数
を
減
じ
た
値
の
大
き

い
チ
ー
ム
を
優
位
と
す
る
。

２
合
計
得
ゲ
ー
ム
数
か
ら
合
計
失
ゲ
ー
ム
数
を
減
じ
た

値
の
大
き
い
チ
ー
ム
を
優
位
と
す
る
。

３
合
計
得
ポ
イ
ン
ト
数
か
ら
合
計
失
ポ
イ
ン
ト
数
を
減

じ
た
値
の
大
き
い
チ
ー
ム
を
優
位
と
す
る
。

（
４
）
前
３
号
の
規
定
に
よ
っ
て
も
順
位
が
決
定
で
き
な
い
場
合

は
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
抽
選
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
順
位
を
決
定
す
る
。

［
解
説
２８
］

１
．
第
２
号
、
第
３
号
の
「
同
率
者
の
み
」
と
い
う
の
は
、
同

率
者
だ
け
で
再
試
合
を
行
っ
た
と
仮
定
す
る
…
…
…
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

２
．
第
３
号
に
お
い
て
、
第
一
・
第
二
・
第
三
の
順
序
は
、
第

一
の
比
較
で
二
者
が
同
位
（
条
件
）
に
な
っ
た
場
合
は
、

第
１
号
を
適
用
す
る
。
こ
の
結
果
に
よ
り
全
順
位
が
決
定

す
る
場
合
は
第
二
・
第
三
の
手
順
（
計
算
）
は
適
用
し
な

い
。

（
リ
ー
グ
戦
中
の
棄
権
処
理
方
法
）

大
会
運
営
規
則

第
1
0
条

大
会
運
営
規
則

第
1
0
条

�
④
－
２
�

�
⑥
－
４
�

Ａ
④
�
２
－
④
�
１
Ｂ

�
⑤
－
３
�

�
④
－
１
�

（
２１
）
（
１４
）

�
２
－
④
�

�
④
－
１
�

Ａ
１
�
３
－
⑤
�
④
Ｄ

�
２
－
④
�

�
１
－
④
�

（
１２
）
（
１８
）

�
３
－
⑤
�

�
⑤
－
３
�

Ｂ
④
�
⑥
－
４
�
１
Ｄ

�
④
－
１
�

�
④
－
２
�

（
２２
）
（
１５
）

例
1

8（
個
人
戦
）
の
リ
－
グ
戦

第
1
表 Ａ

Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ

勝
率

順
位

Ａ
④
３
１
０
④
０
④
３
／７

Ｂ
１

３
④
④
３
０
④
３
／７

Ｃ
④
④

④
④
④
④
④
７
／７

１

Ｄ
④
１
３

④
３
０
④
３
／７

Ｅ
④
３
３
３

④
④
④
４
／７

Ｆ
２
④
３
④
０

④
④
４
／７

Ｇ
④
④
３
④
０
０

④
４
／７

Ｈ
０
０
３
０
０
０
０

０
／７

８

第
2
表
の
1

Ｅ
Ｆ
Ｇ

勝
率

得
ゲ
－
ム
ゲ
－
ム
差
得ポ
イン
ト
ポイ
ント
差
順
位

Ｅ
④
④
２

／２
２

Ｆ
０

④
１
／２

３

Ｇ
０
０

０
／２

４
失 ゲ ー ム 失 ポ イ ン ト 第
２
表
の
２

Ａ
Ｂ
Ｄ

勝
率

得
ゲ
－
ム
ゲ
－
ム
差
得ポ
イン
ト
ポイ
ント
差
順
位

Ａ
④
１
１

／２
５

０
３３

＋
１

５

Ｂ
１

④
１
／２

５
０

３６
±
０

６

Ｄ
④
１

１
／２

５
０

３３
－
１

７
失 ゲ ー ム
５
５
５

失 ポ イ ン ト

３２
３６
３４

◆
84
◆

◆
85
◆



大
会
運
営
規
則

第
1
0
条

大
会
運
営
規
則

第
1
0
条

例
２

第
１
表
（
６
に
よ
る
リ
ー
グ
戦
）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
勝
率

順
位

Ａ
３
④
④
２
④
３
／５

Ｂ
④

１
３
④
④
３
／５

Ｃ
２
④

３
④
④
３
／５

Ｄ
２
④
④

２
④
３
／５

Ｅ
④
２
３
④

④
３

／５

Ｆ
３
２
１
３
２

０
／５

６

第
２
表 Ａ

Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

勝
率

得ゲ
ーム

ゲー
ム差

順
位

Ａ
３
④
④
２
２

／４
１３

＋
１

Ｂ
④

１
３
④
２
／４

１２
－
１

４

Ｃ
２
④

３
④
２
／４

１３
＋
１

Ｄ
２
④
④

２
２
／４

１２
－
２

５

Ｅ
④
２
３
④

２
／４

１３
＋
１

失 ゲ ー ム
１２
１３
１２
１４
１２

第
３
表
（
同
位
の
場
合
）

Ａ
Ｃ
Ｅ

勝
率

得
ゲ
－
ム
ゲ
－
ム
差
得ポ
イン
ト
ポイ
ント
差
順
位

Ａ
④
２
１

／２
６

±
０

２

Ｃ
２

④
１
／２

６
－
１

３

Ｅ
④
３

１
／２

７
＋
１

１
失 ゲ ー ム
６
７
６

失 ポ イ ン ト

例
３
第
１
表
（
６
に
よ
る
リ
ー
グ
戦
）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
勝
率

順
位

Ａ
○
○
○
×
×
３
／５

Ｂ
×

○
○
○
×
３
／５

Ｃ
×
×

○
○
○
３
／５

Ｄ
×
×
×

×
○
１
／５

６

Ｅ
○
×
×
○

○
３

／５

Ｆ
○
○
×
×
×

２
／５

５

第
２
表
（
２
者
同
位
）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｅ

勝
率

順
位

Ａ
○
○
×
２
／３

１

Ｂ
×

○
○
２

／３
２

Ｃ
×
×

○
１

／３
３

Ｅ
○
×
×

１
／３

４

◆
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第
１１
条

リ
ー
グ
戦
で
対
戦
す
べ
き
試
合
が
終
了
し
な
い
う
ち
に
プ

レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
が
棄
権
し
た
場
合
は
、
次
の
と
お
り
取
り

扱
う
。
た
だ
し
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
別
に
定
め
を
設
け

た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
１
）
団
体
戦
に
お
い
て
チ
ー
ム
の
対
戦
を
構
成
す
る
半
数
以
上

が
欠
け
た
場
合
は
、
以
後
競
技
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
競
技
規
則
第
３９
条
・
審
判
規
則
第
１８
条
の
規
定
に

よ
り
棄
権
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
れ
ま
で
の
成
績
は
有
効
と

す
る
。

（
２
）
団
体
戦
に
お
い
て
チ
ー
ム
の
対
戦
を
構
成
す
る
半
数
未
満

が
欠
け
た
場
合
は
、
レ
フ
ェ
リ
ー
及
び
競
技
責
任
者
の
承
認

を
得
て
試
合
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
マ
ッ
チ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
対
戦
は
零
敗
し

た
も
の
と
す
る
。

（
３
）
個
人
戦
に
お
い
て
全
試
合
を
終
了
し
な
い
う
ち
に
以
後
の

マ
ッ
チ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
ま

で
の
成
績
は
有
効
と
す
る
。

（
４
）
個
人
戦
に
お
い
て
途
中
で
一
時
マ
ッ
チ
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
、
後
に
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ

た
場
合
は
、
レ
フ
ェ
リ
ー
及
び
競
技
責
任
者
の
承
認
が
あ
れ

ば
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
試
合
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
マ
ッ
チ
は
零
敗
し

た
も
の
と
す
る
。

（
棄
権
）

第
１２
条

競
技
規
則
第
３９
条
・
審
判
規
則
第
１８
条
に
該
当
す
る
場
合

は
相
手
方
の
勝
ち
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
負
け
と
な

っ
た
者
が
す
で
に
得
た
ポ
イ
ン
ト
と
ゲ
ー
ム
は
有
効
と
す
る
。

（
失
格
）

第
１３
条

競
技
規
則
第
４２
条
・
審
判
規
則
第
２１
条
に
該
当
す
る
場
合
、

大
会
の
最
初
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
失
格
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、

失
格
し
た
そ
の
順
位
は
空
位
と
す
る
。

２
団
体
戦
に
お
い
て
前
項
に
該
当
す
る
そ
の
チ
ー
ム
は
、
失
格
す

る
も
の
と
す
る
。

３
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
方
式
の
試
合
に
あ
っ
て
は
、
失
格
を
宣
告
さ
れ

た
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
及
び
チ
ー
ム
に
す
で
に
負
け
た
プ
レ

ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
及
び
チ
ー
ム
は
、
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

（
組
み
合
わ
せ
）

第
１４
条

大
会
の
組
み
合
わ
せ
は
原
則
と
し
て
次
の
基
準
に
従
い
、

大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
公
正
に
決
定
す
る
。

（
１
）
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦
方
式

ア
参
加
数
が
４
、
８
、
１６
、
３２
、
６４
、
１２
８
、
２５
６
、
５１
２

等
、
２
の
ｎ
乗
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ

表
及
び
シ
ー
ド
を
定
め
る
。

イ
参
加
数
が
２
の
ｎ
乗
（
基
準
数
）
以
外
の
場
合
は
、

直
近
上
位
の
基
準
数
か
ら
参
加
数
を
減
じ
た
数
を
不
戦

一
勝
数
と
し
、
出
場
数
か
ら
不
戦
一
勝
数
を
減
じ
た
数

を
第
１
回
戦
の
出
場
数
と
す
る
。
組
み
合
わ
せ
表
は
出

大
会
運
営
規
則

第
１
１
条
～
第
1
2
条

大
会
運
営
規
則

第
１
3
条
～
第
1
4
条

◆
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◆

◆
89
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参
加
数
9の
組
み
合
せ
の
例
示
�

�直
近
上
位
の
�

�
参
加
数
�

不
戦
―
勝
数
�

�
基
準
数
�

�
16
�

－
�

9�
＝
�

7�
� � � �
参
加
数
�

不
戦
―
勝
数
�
１
回
戦
数
�

� �
9�

－
�

7�
＝
�

2�

1� 2� 3� 4� 5

6� 7� � 8� 9

参
加
数
11
の
組
み
合
せ
の
例
示
�

1� 2� 3� 4� 5

6� 7� 8� 9� 10
�

11

○
　
奇
数
の
場
合
は
シ
ー
ド
の
順
位
の
高

位
の
方
の
側
を
奇
数
と
す
る
。
�

○
　
単
位
数
3の
場
合
は
シ
ー
ド
の
高
位
の

プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
を
不
戦
―
勝

数
と
す
る
。
�

場
数
を
二
等
分
、
又
は
四
等
分
、
八
等
分
し
、
奇
数
の

場
合
は
、
シ
ー
ド
順
位
の
高
位
の
方
の
側
を
奇
数
と
し
、

組
み
あ
わ
せ
単
位
数
３
の
場
合
は
シ
ー
ド
の
高
位
の
数

を
不
戦
一
勝
数
と
す
る
。

（
２
）
リ
ー
グ
戦
方
式

ア
参
加
数
等
を
考
慮
し
、
一
又
は
複
数
の
ブ
ロ
ッ
ク
に

分
け
る
。

イ
全
体
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
順
に
並
べ
、
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦

方
式
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
組
み
合
わ
せ
表
及
び
シ
ー

ド
を
定
め
る
。
参
加
数
１６
を
４
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
た
場

合
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
シ
ー
ド
順
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
リ
ー
グ
戦
の
中
で
の
対
戦
順
序
は

極
力
同
一
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
マ
ッ
チ
が
続
か
な
い
よ
う
に

配
慮
し
た
上
で
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
決
定
す
る
。

第
１
ブ
ロ
ッ
ク

１
１６

９
８

第
２
ブ
ロ
ッ
ク

４
１３

１２
５

第
３
ブ
ロ
ッ
ク

３
１４

１１
６

第
４
ブ
ロ
ッ
ク

２
１５

１０
７

ウ
リ
ー
グ
戦
の
場
合
の
試
合
順
序

○
３
の
場
合

１
－
２
・
２
－
３
・
１
－
３

（
第
２
試
合
は
第
１
試
合
の
敗
者
と
残
り
の
相
手

と
対
戦
す
る
方
法
も
あ
る
）

○
４
の
場
合

１
－
２
・
３
－
４
・
１
－
３

２
－
４
・
２
－
３
・
１
－
４

○
５
の
場
合

１
－
２
・
３
－
４
・
２
－
５

１
－
３
・
４
－
５
・
２
－
３

１
－
４
・
３
－
５
・
２
－
４

１
－
５

○
６
の
場
合

１
－
２
・
３
－
４
・
５
－
６

１
－
３
・
２
－
５
・
４
－
６

３
－
５
・
２
－
６
・
１
－
４

３
－
６
・
２
－
４
・
１
－
５

２
－
３
・
４
－
５
・
１
－
６

上
記
の
試
合
順
序
に
関
し
て
は
、
大
会
の
内
容
に

よ
り
大
会
の
主
催
者
が
決
定
す
る
。

〈
注
〉
同
一
ブ
ロ
ッ
ク
に
同
一
所
属
の
プ
レ
ー
ヤ
ー

が
入
っ
て
い
る
場
合
、
試
合
順
序
に
か
か
わ
ら

ず
そ
の
対
戦
を
優
先
す
る
。

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
へ
の
成
績
記
載
）

第
１５
条

大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
大
会
成
績

に
つ
い
て
は
次
の
要
領
で
対
戦
ス
コ
ア
を
記
載
す
る
。

ア
個
人
戦
に
つ
い
て
は
ゲ
ー
ム
ス
コ
ア
を
記
載
す
る
。

イ
団
体
戦
に
つ
い
て
は
対
戦
ス
コ
ア
を
記
載
す
る
。

ウ
棄
権
（

re
tir

em
en

t）
の
場
合
は
、
当
該
プ
レ
ー
ヤ
ー

又
は
ペ
ア
及
び
チ
ー
ム
に
（
Ｒ
）
と
記
入
し
有
効
ス
コ

大
会
運
営
規
則

第
1
4
条

大
会
運
営
規
則

第
1
5
条

◆
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�
�

�

ア
を
記
載
す
る
。

エ
失
格
（
di
sq
ua
lif
ic
at
io
n）
の
場
合
に
は
、
当
該
プ
レ

ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
及
び
チ
ー
ム
に
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦
に

つ
い
て
は
失
格
の
時
点
、
リ
ー
グ
戦
に
つ
い
て
は
当
該

プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
及
び
チ
ー
ム
の
全
対
戦
に
（
Ｄ
）

と
記
載
す
る
。
な
お
、
得
た
ゲ
ー
ム
数
字
を
２
本
線
で

消
し
、
横
に
（
Ｄ
）
と
記
入
す
る
。

オ
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
後
プ
レ
ー
ヤ
ー
又
は
ペ
ア
及
び
チ

ー
ム
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
名
称
を
訂
正
す
る
。

（
参
加
条
件
）

大
会
運
営
規
則

第
1
5
条

大
会
運
営
規
則

第
1
5
条

［
解
説
２９
］
大
会
記
録
の
記
入
方
法

【
棄
権
の
場
合
の
記
入
方
法
】

※
〈
棄
権
は
Ｒ
と
し
、
得
た
ゲ
ー
ム
数
字
の
横
（
上
）
へ

赤
で
Ｒ
と
記
入
す
る
。〉

（
リ
ー
グ
戦
の
場
合
）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

勝
率

得ゲ
ーム

ゲー
ム差

順
位

Ａ
３
④
④
④
３

／４
１

Ｂ
④

１
３
④
２

／４

Ｃ
２
④

３
④
２

／４

Ｄ
２
④
④

２
２

／４

Ｅ
Ｒ ３
Ｒ ２
３
④

１
／４

５

Ｂ
Ｃ
Ｄ

勝
率

得ゲ
ーム

ゲー
ム差

順
位

Ｂ
１
３
０

／２
４

Ｃ
④

３
１

／２
３

Ｄ
④
④

２
／２

２

棄
権

（
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦
の
場
合
）

Ａ
④

④

Ｂ
２

Ｒ
１

Ｃ
１

Ｄ
２

④

Ｅ
④

２

Ｆ
２

Ｇ
３

④

Ｈ
④

④

【
失
格
の
場
合
の
記
入
方
法
】

※
〈
失
格
は
Ｄ
と
し
、
得
た
ゲ
ー
ム
数
字
を
赤
の
２
本
線

で
消
し
、
交
点
に
Ｄ
と
記
入
す
る
。〉

（
リ
ー
グ
戦
の
場
合
）

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

勝
率

得ゲ
‐ム

ゲー
ム差

順
位

Ａ
３
④
④
２
２

／３
１

Ｂ
④

１
３
④
１

／３
４

Ｃ
２
④

３
④
１

／３
３

Ｄ
２
④
④

２
２

／３
２

Ｅ
３
２
３
④
Ｄ

／

失
格

（
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
戦
の
場
合
）

Ａ
④

２
位
は
空
位
と
な
る

④

Ｂ
２

Ｄ

Ｃ
１

Ｄ
２

④

Ｅ
④

２

Ｆ
２

Ｇ
３

④

Ｈ
④

④

◆
92
◆

◆
93
◆



第
１６
条

大
会
参
加
者
は
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が
大
会
要
項
に
定

め
る
参
加
条
件
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
会
使
用
球
）

第
１７
条

大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
大
会
使
用
球
に
つ
い
て
大
会
要

項
で
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ド
ー
ピ
ン
グ
検
査
）

第
１８
条

大
会
に
お
い
て
ド
ー
ピ
ン
グ
検
査
を
行
う
時
は
大
会
要
項

で
告
知
す
る
も
の
と
し
、
大
会
参
加
者
は
、
当
該
大
会
要
項
に

従
い
ド
ー
ピ
ン
グ
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
務
）

第
１９
条

大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
大
会
期
間
中
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
及

び
関
係
者
の
健
康
管
理
に
十
分
配
慮
し
、
万
一
の
場
合
の
応
急

措
置
に
対
応
で
き
る
よ
う
準
備
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
表
彰
）

第
２０
条

大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
入
賞
及
び
表
彰
に
つ
い
て
大
会

要
項
で
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
参
加
料
等
）

第
２１
条

大
会
参
加
者
に
参
加
料
等
の
費
用
負
担
を
課
す
る
場
合
は

大
会
要
項
で
そ
の
内
容
を
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
代
表
者
会
議
）

第
２２
条

大
会
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
試
合
前
参
加
者
代
表

に
よ
る
打
ち
合
わ
せ
を
行
う
時
は
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体
は

そ
の
日
時
、
目
的
、
出
席
者
等
に
つ
い
て
大
会
要
項
で
告
知
す

る
も
の
と
す
る
。

（
競
技
役
員
）

第
２３
条

大
会
に
お
け
る
競
技
役
員
は
大
会
の
円
滑
な
運
営
を
図
る

た
め
、
別
に
定
め
る
「
大
会
役
員
編
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
参
照

し
、
大
会
の
規
模
等
を
勘
案
の
上
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体
が

編
成
す
る
。

（
審
判
団
）

第
２４
条

審
判
団
は
レ
フ
ェ
リ
ー
と
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に
よ
り
大
会
主

催
・
主
管
団
体
が
編
成
す
る
。

２
レ
フ
ェ
リ
ー
は
公
正
な
審
判
の
実
行
に
つ
い
て
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー

を
指
導
す
る
と
と
も
に
競
技
規
則
、
及
び
審
判
規
則
の
適
正
な

解
釈
と
運
用
を
行
う
。

３
レ
フ
ェ
リ
ー
が
複
数
名
い
る
場
合
は
そ
の
う
ち
１
名
を
レ
フ
ェ

リ
ー
長
に
指
名
す
る
。

４
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
一
つ
の
マ
ッ
チ
に
正
審
１
名
、
副
審
１
名
を

原
則
と
し
、
競
技
に
使
用
す
る
コ
ー
ト
１
面
に
つ
き
原
則
と
し

て
４
名
以
上
で
編
成
す
る
。
た
だ
し
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体

に
お
い
て
副
審
を
置
か
な
い
場
合
や
大
会
に
参
加
す
る
プ
レ
ー

ヤ
ー
が
審
判
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
を
考

慮
し
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
総
数
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
必
要
に
応
じ
、
コ
ー
ト
主
任
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
４
章

そ
の
他

（
安
全
管
理
）

第
２５
条

大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
原
則
と
し
て
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
役

員
、
そ
の
他
関
係
者
に
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
を
発
行
す
る
等
し
て
大
会

の
円
滑
な
運
営
と
安
全
管
理
を
図
る
も
の
と
す
る
。

大
会
運
営
規
則

第
1
6
条
～
第
2
2
条

大
会
運
営
規
則

第
2
3
条
～
第
2
5
条
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（
入
場
料
）

第
２６
条

大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
大
会
の
入
場
料
を
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
ス
ポ
ン
サ
ー
）

第
２７
条

大
会
主
催
・
主
管
団
体
は
大
会
に
ス
ポ
ン
サ
ー
を
つ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
ス
ポ
ン
サ
ー
に
関
す
る

取
り
決
め
は
大
会
主
催
・
主
管
団
体
の
決
定
に
よ
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
２０
０４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
会
役
員
編
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

大
会
運
営
規
則

第
2
6
条
～
第
2
7
条

◆
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大
会
役
員
編
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

競
技
大
会
を
円
滑
に
、
か
つ
安
全
管
理
に
配
慮
し
て
運
営
す
る

た
め
、
大
会
主
催
団
体
又
は
主
催
団
体
か
ら
大
会
運
営
に
関
す
る
業

務
を
委
任
さ
れ
た
主
管
団
体
（
以
下
大
会
主
催
・
主
管
団
体
と
い
う
）

は
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
考
に
競
技
役
員
を
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
大
会
は
国
際
大
会
か
、
国
内
大
会
か
、
あ
る
い
は
大
会
の

規
模
、
レ
ベ
ル
な
ど
に
よ
り
状
況
が
異
な
る
の
で
大
会
主
催
・
主
管

団
体
は
大
会
の
状
況
を
考
慮
し
、
役
員
編
成
及
び
役
員
人
数
を
決
定

す
る
。

な
お
、
大
会
主
催
・
主
管
団
体
の
基
本
的
役
割
は
当
該
大
会
の

企
画
、
準
備
、
経
理
な
ど
の
全
般
的
・
統
括
的
な
も
の
で
あ
り
、
又
、

競
技
役
員
の
主
た
る
任
務
は
大
会
中
の
円
滑
な
競
技
運
営
を
行
う
も

の
で
あ
る
か
ら
こ
の
両
者
は
表
裏
一
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国

内
単
独
大
会
で
は
組
織
的
に
区
分
さ
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。

競
技
役
員
の
基
本
的
職
務
分
担
と
職
務
内
容

大
会
会
長
１
名

大
会
を
統
括
す
る
。

大
会
副
会
長
若
干
名

会
長
を
補
佐
し
、
会
長
不
在
の
と
き
は
代
行

す
る
。

大
会
委
員
長
１
名

大
会
を
総
体
的
に
管
理
し
、
大
会
運
営
全
般

に
権
限
と
責
任
を
持
つ
。

総
務
部
（
部
長
１
名
、
部
員
若
干
名
、
必
要
に
よ
り
副
部
長
を
置
く
）

大
会
運
営
に
お
け
る
事
務
処
理
、
他
部
と
の
調
整
、
会
計
等

を
所
管
す
る
。

１
庶
務

１
－
１

大
会
組
織
委
員
会
の
編
成

１
－
２

役
員
、
補
助
員
委
嘱

大
会
役
員
編
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
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１
－
３

大
会
日
程
の
作
成

１
－
４

関
係
団
体
と
の
折
衝
、
申
請

１
－
５

プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成

１
－
６

競
技
会
場
等
施
設
の
交
渉
、
設
定

１
－
７

観
客
動
員

１
－
８

入
場
料
、
入
場
券

１
－
９

役
員
服
装
等

１
－
１０

ス
ポ
ン
サ
ー
の
確
保
、
折
衝

２
会
計

２
－
１

予
算
、
決
算

２
－
２

会
計
処
理

２
－
３

会
計
報
告

３
財
務

３
－
１

財
政
計
画

３
－
２

資
金
確
保

４
式
典

４
－
１

開
会
式
、
閉
会
式
計
画
、
運
営

４
－
２

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
等
計
画
、
運
営

５
接
待

５
－
１

宿
舎

５
－
２

輸
送

５
－
３

昼
食
の
手
配

５
－
４

来
賓
受
付
、
接
遇

５
－
５

Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
の
発
行

６
医
務

６
－
１

救
護

６
－
２

ド
ー
ピ
ン
グ
検
査

競
技
部（
部
長
１
名
、
部
員
若
干
名
、
必
要
に
よ
り
副
部
長
を
置
く
）

大
会
の
競
技
運
営
を
所
管
す
る
。

１
競
技

１
－
１

大
会
要
項
の
作
成
、
配
布

１
－
２

参
加
申
し
込
み
受
付

１
－
３

大
会
組
み
合
わ
せ
編
成

１
－
４

競
技
日
程
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
作
成
、
管
理

１
－
５

コ
ー
ト
割
の
作
成

１
－
６

参
加
者
受
付

１
－
７

参
加
資
格
、
参
加
条
件
の
確
認

１
－
８

棄
権
及
び
失
格
の
受
付
及
び
確
認

１
－
９

大
会
の
使
用
球
の
決
定
、
確
保

１
－
１０

審
判
団
と
の
連
携
調
整

１
－
１１

補
助
員
の
確
保
、
作
業
管
理

１
－
１３

プ
レ
ー
ヤ
ー
の
ゼ
ッ
ケ
ン
作
成
、
管
理

２
施
設

２
－
１

会
場
設
営

２
－
２

会
場
看
板
、
装
飾
等
の
設
置

２
－
３

コ
ー
ト
管
理

２
－
４

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
の
設
置

３
進
行

３
－
１

競
技
者
の
呼
び
出
し

３
－
２

オ
ー
ダ
ー
受
付
（
団
体
戦
）

３
－
３

採
点
票
の
準
備

３
－
４

記
録
の
作
成
、
管
理

３
－
５

記
録
の
配
信

３
－
６

大
会
進
行
状
況
把
握
、

広
報
部
（
部
長
１
名
、
部
員
若
干
名
、
必
要
に
よ
り
副
部
長
を
置
く
）

１
一
般
広
報

１
－
１

マ
ス
コ
ミ
、
関
係
団
体
、
一
般
等
へ
の
事
前

広
報

大
会
役
員
編
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

大
会
役
員
編
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

◆
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１
－
２

テ
レ
ビ
放
送
計
画
、
執
行

１
－
３

ポ
ス
タ
ー
等
の
作
成

２
大
会
報
道

２
－
１

大
会
結
果
の
マ
ス
コ
ミ
等
へ
の
報
道

２
－
２

報
道
関
係
者
の
接
遇

２
－
３

内
部
報
道

審
判
団
（
レ
フ
ェ
リ
ー
長
１
名
、
レ
フ
ェ
リ
ー
５
名
以
内
、
ア
ン
パ

イ
ヤ
ー
必
要
人
数
）

大
会
に
お
け
る
公
正
な
審
判
を
行
う
た
め
審
判
規
則
に
も
と

づ
い
て
審
判
団
を
編
成
す
る
。

１
審
判
準
備

１
－
１

割
り
振
り
計
画
作
成

１
－
２

ボ
ー
ル
規
格
管
理

１
－
３

ス
コ
ア
ボ
ー
ド
の
掲
示
、
管
理

２
審
判

２
－
１

チ
ー
ム
（
プ
レ
ー
ヤ
ー
）
の
誘
導

２
－
２

マ
ッ
チ
の
審
判

２
－
３

採
点
票
の
記
入

２
－
４

採
点
票
の
提
出

２
－
５

審
判
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
対
応

２
－
６

棄
権
及
び
失
格
の
判
定

２
－
５

競
技
部
と
の
連
携
調
整

そ
の
他

大
会
の
協
力
、
支
援
者
に
つ
い
て
顧
問
、
参
与
、
委
員
を
若

干
名
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

公
認
審
判
員
制
度
諸
規
程

大
会
役
員
編
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

◆
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◆



公
認

審
判

員
規

程

（
目

的
）

第
１
条

財
団
法
人
日
本
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟
（
以
下
連
盟
と
い

う
）
は
連
盟
及
び
連
盟
の
支
部
（
以
下
支
部
と
い
う
）
が
主
催

す
る
大
会
が
円
滑
に
運
用
さ
れ
、
そ
の
権
威
が
保
持
さ
れ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
公
認
審
判
員
を
置
く
。

（
級

別
）

第
２
条

連
盟
の
公
認
審
判
員
は
、
次
の
級
別
に
区
分
す
る
。

ア
マ
ス
タ
ー
レ
フ
ェ
リ
ー

イ
マ
ス
タ
ー
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー

ウ
１
級
審
判
員

エ
２
級
審
判
員

オ
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員

（
職

務
）

第
３
条

公
認
審
判
員
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
マ
ス
タ
ー
レ
フ
ェ
リ
ー
は
、
連
盟
又
は
支
部
の
主
催
す
る

大
会
に
主
催
者
の
委
嘱
に
よ
り
レ
フ
ェ
リ
ー
と
な
る
ほ
か
、

２
級
審
判
員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
の
養
成
及
び
指
導
を
行

い
、
審
判
員
の
資
質
の
向
上
に
努
め
る
。

（
２
）
１
級
審
判
員
は
、
連
盟
又
は
支
部
の
主
催
す
る
大
会
に
主

催
者
の
委
嘱
に
よ
り
レ
フ
ェ
リ
ー
又
は
、
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と

な
る
ほ
か
、
２
級
審
判
員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
の
養
成
及

び
指
導
を
行
う
。

（
３
）
マ
ス
タ
ー
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
、
連
盟
又
は
支
部
の
主
催
者

の
委
嘱
に
よ
っ
て
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
な
る
。

（
４
）
２
級
審
判
員
は
、
連
盟
又
は
支
部
の
主
催
す
る
大
会
に
主

公
認
審
判
員
規
程

第
1
条
～
第
3
条
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催
者
の
委
嘱
に
よ
り
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
な
る
。

（
５
）
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
は
、
連
盟
又
は
支
部
の
主
催
す
る
大
会

に
主
催
者
の
委
嘱
に
よ
り
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
な
る
。

（
認

定
）

第
４
条

公
認
審
判
員
の
認
定
は
第
５
条
に
定
め
る
条
件
に
該
当
す

る
者
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
行
う
。

（
１
）
マ
ス
タ
ー
レ
フ
ェ
リ
ー
は
、
５０
歳
以
上
の
人
格
見
識
に
優

れ
た
１
級
審
判
員
の
有
資
格
者
と
し
、
支
部
長
の
申
請
に
基

づ
い
て
適
当
と
認
め
た
者
を
、
連
盟
の
会
長
が
認
定
す
る
。

（
２
）
１
級
審
判
員
は
、
支
部
長
の
推
薦
に
よ
り
１
級
審
判
員
養

成
の
た
め
検
定
会
に
参
加
し
た
者
に
つ
い
て
、
連
盟
の
ル
ー

ル
委
員
会
筆
記
及
び
実
技
の
試
験
を
実
施
の
上
審
査
し
、
適

当
と
認
め
た
者
を
支
部
長
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
連
盟
の
会

長
が
認
定
す
る
。

（
３
）
マ
ス
タ
ー
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
、
５０
歳
以
上
の
人
格
見
識
に

優
れ
た
２
級
審
判
員
の
有
資
格
者
と
し
、
支
部
長
の
申
請
に

基
づ
い
て
、
適
当
と
認
め
ら
れ
た
者
を
連
盟
の
会
長
が
認
定

す
る
。

（
４
）
２
級
審
判
員
は
、
支
部
が
開
催
す
る
２
級
審
判
員
養
成
の

た
め
の
検
定
会
に
参
加
し
た
者
に
つ
い
て
、
支
部
が
筆
記
及

び
実
技
の
試
験
を
実
施
の
上
審
査
し
、
適
当
と
認
め
た
者
を

支
部
長
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
連
盟
の
会
長
が
認
定
す
る
。

た
だ
し
、
２
級
審
判
員
養
成
の
た
め
の
検
定
会
に
参
加
し

た
者
の
う
ち
、
高
校
生
に
つ
い
て
は
次
号
（
５
）
に
準
じ
て

認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
は
、
支
部
が
開
催
す
る
ジ
ュ
ニ
ア
審
判

員
養
成
の
た
め
の
検
定
会
に
参
加
し
た
者
に
つ
い
て
、
支
部

が
適
当
と
認
め
た
者
を
支
部
長
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
連
盟

の
会
長
が
認
定
す
る
。

２
．
公
認
審
判
員
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
別
に
定
め
る
手

続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
格
条
件
）

第
５
条

公
認
審
判
員
は
、
次
の
条
件
を
そ
な
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
１
）
マ
ス
タ
ー
レ
フ
ェ
リ
ー

ア
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し

て
、
審
判
に
関
す
る
こ
と
を
統
括
し
て
そ
の
責
を
果
た
す

知
識
と
能
力
が
あ
る
。

イ
競
技
規
則
書
及
び
審
判
の
能
力
に
精
通
し
、
２
級
審
判

員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
の
指
導
並
び
に
養
成
を
行
う
能

力
が
あ
る
。

ウ
１
級
審
判
員
に
認
定
さ
れ
て
お
り
、
５０
歳
以
上
の
人
格

見
識
に
優
れ
た
者
。

（
２
）
１
級
審
判
員

ア
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し

て
、
審
判
に
関
す
る
こ
と
を
統
括
し
て
そ
の
責
を
果
た
す

知
識
と
能
力
が
あ
る
。

イ
競
技
規
則
書
及
び
審
判
の
能
力
に
精
通
し
、
２
級
審
判

員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
の
指
導
並
び
に
養
成
を
行
う
能

力
が
あ
る
。

ウ
２
級
審
判
員
と
し
て
４
年
を
越
え
る
経
験
が
あ
る
。

た
だ
し
、
原
則
と
し
て
現
在
２
級
審
判
員
と
し
て
認
定

さ
れ
て
い
る
者
。

（
３
）
マ
ス
タ
ー
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー

ア
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と

し
て
、
そ
の
責
任
を
果
た
す
能
力
が
あ
る
。

イ
２
級
審
判
員
と
し
て
認
定
さ
れ
て
お
り
、
５０
歳
以
上
の

人
格
見
識
に
優
れ
た
者
。

公
認
審
判
員
規
程
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（
４
）
２
級
審
判
員

ア
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と

し
て
、
そ
の
責
を
果
た
す
能
力
が
あ
る
。

イ
認
定
さ
れ
る
日
現
在
で
、
年
齢
満
１５
歳
以
上
で
あ
る
。

（
５
）
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員

ア
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と

し
て
の
能
力
が
あ
る
。
な
お
、
認
定
さ
れ
る
日
現
在
中
学

生
で
あ
る
。

（
登

録
）

第
６
条

公
認
審
判
員
と
し
て
認
定
さ
れ
た
者
は
、
連
盟
の
公
認
審

判
員
名
簿
に
登
録
す
る
。

２
．
マ
ス
タ
ー
レ
フ
ェ
リ
ー
及
び
マ
ス
タ
ー
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
し
て

登
録
し
た
者
に
は
、
認
定
証
及
び
徽
章
を
交
付
す
る
。

３
．
１
級
・
２
級
審
判
員
と
し
て
認
定
し
た
者
に
は
、
公
認
審
判
員

手
帳
及
び
徽
章
を
交
付
す
る
。

４
．
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
と
し
て
登
録
し
た
者
に
は
、
認
定
証
及
び

徽
章
を
交
付
す
る
。

（
有
効
期
間
）

第
７
条

マ
ス
タ
ー
レ
フ
ェ
リ
ー
及
び
マ
ス
タ
ー
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の

資
格
は
終
身
と
す
る
。

２
．
１
級
・
２
級
審
判
員
の
資
格
の
有
効
期
間
は
、
認
定
さ
れ
た
日

か
ら
６
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
手
続
き
上
年
度
途
中
に
認
定
さ

れ
た
者
も
、
４
月
１
日
認
定
さ
れ
た
者
と
同
様
に
扱
う
。

３
．
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
資
格
の
有
効
期
間
は
、
そ
の
生
徒
の
期
間
中

の
み
と
し
、
中
学
生
（
３
年
間
）
の
範
囲
内
と
す
る
。

４
．
移
行
期
間
に
お
い
て
は
、
前
資
格
を
も
っ
て
有
効
と
み
な
す
。

（
資
格
の
更
新
及
び
切
り
替
え
）

第
８
条

公
認
審
判
員
は
そ
の
資
格
の
有
効
期
間
が
終
わ
る
に
あ
た

り
、
別
に
定
め
る
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
よ
り
新
た
に
認
定
さ

れ
た
も
の
と
み
な
れ
る
。
た
だ
し
、
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
は
２
級

審
判
員
に
切
り
替
え
て
認
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２
．
資
格
の
更
新
及
び
切
り
替
え
は
、
そ
の
前
の
有
効
期
間
と
連
続

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
の
資
格
更
新
は
、
な
い
も
の
と
す
る
。

（
資
格
の
停
止
）

第
９
条

公
認
審
判
員
で
適
性
を
欠
く
行
為
の
あ
っ
た
者
は
、
そ
の

資
格
を
停
止
す
る
。

附
則

１
．
こ
の
規
程
は
、
昭
和
５０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
．
こ
の
規
程
は
、
昭
和
５３
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
．
こ
の
規
程
は
、
１９
８９
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
．
こ
の
規
程
は
、
１９
９３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

５
．
こ
の
規
程
は
、
１９
９４
年
６
月
４
日
か
ら
改
訂
す
る
。

６
．
こ
の
規
程
は
、
１９
９５
年
４
月
１
日
か
ら
改
訂
す
る
。

７
．
こ
の
規
程
は
、
１９
９９
年
４
月
１
日
か
ら
改
訂
す
る
。

８
．
こ
の
規
程
は
、
２０
０１
年
４
月
１
日
か
ら
改
訂
す
る
。

９
．
こ
の
規
程
は
、
２０
０４
年
４
月
１
日
か
ら
改
訂
す
る
。

公
認
審
判
員
規
程

第
6
条
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条
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公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則

（
目

的
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
財
団
法
人
日
本
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟
公
認

審
判
員
規
程
を
運
用
す
る
た
め
に
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
検
定
会
お
よ
び
研
修
会
）

第
２
条

財
団
法
人
日
本
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟
（
以
下
連
盟
と
い

う
）
の
公
認
審
判
員
を
認
定
す
る
た
め
の
検
定
会
（
以
下
検
定

会
と
い
う
）
又
は
、
公
認
審
判
員
の
資
質
を
高
め
る
た
め
の
研

修
会
（
以
下
研
修
会
と
い
う
）
は
、
１
級
審
判
員
に
つ
い
て
は

連
盟
が
主
催
し
、
２
級
審
判
員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
に
つ
い

て
は
、
連
盟
の
支
部
（
以
下
支
部
と
い
う
）
が
主
催
す
る
こ
と

を
原
則
と
す
る
。

（
講

師
）

第
３
条

前
項
に
定
め
る
検
定
会
又
は
研
修
会
の
講
師
は
、
１
級
審

判
員
に
つ
い
て
は
連
盟
の
ル
ー
ル
委
員
長
が
選
任
し
、
２
級
審

判
員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
に
つ
い
て
は
支
部
長
が
選
任
す
る
。

（
公
認
審
判
員
手
帳
携
行
義
務
）

第
４
条

連
盟
の
主
催
す
る
大
会
並
び
に
検
定
会
及
び
研
修
会
に
参

加
の
場
合
は
、
必
ず
公
認
審
判
員
手
帳
を
携
行
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
は
認
定
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

（
推
薦
お
よ
び
申
請
）

第
５
条

１
級
審
判
員
に
関
す
る
検
定
会
又
は
研
修
会
に
参
加
す
る

た
め
の
推
薦
は
、
別
表
１
の
様
式
１
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
．
公
認
審
判
員
と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
の
申
請
は
、
別
表
１
の

様
式
２
、
３
、
５
（
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
専
用
）
に
よ
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
２
級
審
判
員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
は
様
式

３
は
不
要
と
す
る
。

（
資
格
の
更
新
及
び
切
り
替
え
）

第
６
条

公
認
審
判
員
が
そ
の
資
格
を
更
新
又
は
切
り
替
え
す
る
た

め
に
は
、
次
の
各
項
に
該
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
マ
ス
タ
ー
レ
フ
ェ
リ
ー
及
び
マ
ス
タ
ー
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー

ア
終
身
の
資
格
で
あ
り
、
更
新
は
不
要
と
す
る
。

イ
研
修
会
へ
の
参
加
は
、
本
人
の
意
志
を
も
っ
て
で
き
る
。

（
２
）
１
級
審
判
員

ア
年
間
３
日
以
上
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
レ

フ
ェ
リ
ー
又
は
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
し
て
従
事
す
る
こ
と
。

イ
連
盟
の
ル
ー
ル
委
員
会
が
指
定
す
る
研
修
会
に
参
加
し

て
、
審
査
を
受
け
適
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
３
）
２
級
審
判
員

ア
年
間
３
日
以
上
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
ア

ン
パ
イ
ヤ
ー
と
し
て
従
事
す
る
こ
と
。

イ
支
部
が
指
定
す
る
研
修
会
に
参
加
し
て
、
審
査
を
受
け

適
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
４
）
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員

ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
の
資
格
更
新
は
行
わ
な
い
。

２
．
支
部
は
公
認
審
判
員
が
前
項
１
号
・
２
号
・
３
号
に
該
当
す
る

場
合
は
、
公
認
審
判
員
手
帳
に
よ
り
こ
れ
を
証
明
す
る
も
の
と

す
る
。

３
．
１
級
審
判
員
の
中
で
連
盟
の
ル
ー
ル
委
員
長
が
特
に
認
め
る
者

は
、
第
１
項
第
１
号
の
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
資
格
を
更
新
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
．
公
認
審
判
員
が
資
格
を
更
新
及
び
切
り
替
え
す
る
場
合
は
、
別

公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則

第
1
条
～
第
5
条

公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則

第
6
条
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表
１
の
様
式
３
、
４
に
よ
り
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
２
級
審
判
員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
は
、
様
式
３
は

不
要
と
す
る
。

（
申
請
・
認
定
お
よ
び
切
り
替
え
の
時
期
）

第
７
条

公
認
審
判
員
（
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
を
含
む
）
の
認
定
は
、

当
該
年
度
の
４
月
１
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
請
に
つ
い
て
は

随
時
受
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
．
資
格
更
新
に
よ
る
公
認
審
判
員
の
認
定
さ
れ
る
た
め
の
申
請
は

４
月
１
日
１
回
と
す
る
。

（
経
費
の
徴
収
）

第
８
条

連
盟
又
は
支
部
は
、
検
定
会
若
し
く
は
研
修
会
へ
の
参
加

又
は
公
認
審
判
員
の
認
定
若
し
く
は
資
格
の
更
新
に
つ
い
て
、

別
表
に
示
す
経
費
を
参
加
者
又
は
被
認
定
者
か
ら
徴
収
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
諸
費
の
支
給
）

第
９
条

連
盟
が
特
に
指
定
し
た
大
会
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
し
て
従

事
し
た
場
合
、
又
は
、
連
盟
若
し
く
は
支
部
が
主
催
す
る
検
定

会
又
は
研
修
会
に
講
師
と
し
て
従
事
し
た
場
合
は
、
諸
費
を
支

給
さ
れ
る
。

附
則

１
．
こ
の
細
則
は
、
昭
和
５０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
．
こ
の
細
則
は
、
昭
和
５３
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
．
こ
の
細
則
は
、
１９
８９
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
．
こ
の
細
則
は
、
１９
９３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

５
．
こ
の
細
則
は
、
１９
９４
年
６
月
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

６
．
こ
の
細
則
は
、
１９
９５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

７
．
こ
の
細
則
は
、
１９
９９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

８
．
こ
の
細
則
は
、
２０
０１
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

９
．
こ
の
細
則
は
、
２０
０４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則

第
7
条
～
第
9
条
・
附
則

公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則

附
則

◆
11

2
◆

◆
11

3
◆



公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則
（
別
表
）

公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則
（
別
表
）
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公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則
（
別
表
）

公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則
（
別
表
）
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7
◆



公
認
審
判
員
規
程
施
行
細
則
（
別
表
）

公
認
審
判
員
制
度
に
関
す
る
早
見
表

※
公
認
審
判
員
制
度

◎
公
認
審
判
員
制
度
に
関
す
る
早
見
表

Ⅰ
公
認
審
判
員
の
資
格
条
件

マ
ス
タ
ー

レ
フ
ェ
リ
ー

１
．
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し
て
審
判
に
関
す
る
こ
と

を
統
括
し
て
そ
の
責
を
果
た
す
知
識
と
能
力
が
あ
る
。

２
．
競
技
規
則
及
び
審
判
の
要
領
に
精
通
し
、
２
級
審
判
員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員

の
指
導
並
び
に
養
成
を
行
う
能
力
が
あ
る
。

３
．
１
級
審
判
員
と
認
定
さ
れ
て
お
り
、
５０
才
以
上
の
人
格
識
見
に
す
ぐ
れ
た
者
。

マ
ス
タ
ー

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー

１
．
連
盟
又
は
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
し
て
そ
の
責
を
果
た
す

能
力
が
あ
る
。

２
．
２
級
審
判
員
と
し
て
認
定
さ
れ
て
お
り
，
５０
才
以
上
の
人
格
見
識
に
優
れ
た
者
。

１
級

１
．
連
盟
・
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し
て
の
能
力
が
あ
る
。

２
．
競
技
規
則
・
審
判
の
要
領
に
精
通
し
、
２
級
審
判
員
及
び
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員
の

指
導
・
養
成
を
行
う
能
力
が
あ
る
。

３
．
２
級
審
判
員
と
し
て
の
経
験
が
４
年
を
越
え
る
。

２
級

１
．
連
盟
・
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
能
力
が
あ
る
。

２
．
認
定
さ
れ
る
日
現
在
で
年
齢
満
１５
才
以
上
で
あ
る
。

ジ
ュ
ニ
ア

１
．
中
学
生
大
会
で
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
能
力
が
あ
る
。

２
．
認
定
さ
れ
る
日
現
在
で
中
学
生
で
あ
る
。

Ⅱ
資
格
更
新
の
条
件
（
そ
の
前
の
有
効
期
間
か
ら
連
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）

マ
ス
タ
ー

レ
フ
ェ
リ
ー

・
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー

１
．
終
身
の
資
格
で
あ
り
更
新
は
不
要
と
す
る
。

２
．
研
修
会
へ
の
参
加
は
本
人
の
意
思
で
も
っ
て
で
き
る
。

１
級

１
．
年
間
３
日
以
上
，
連
盟
が
主
催
す
る
大
会
の
レ
フ
ェ
リ
ー
・
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
を

つ
と
め
る
こ
と
。

２
．
連
盟
が
指
定
す
る
研
修
会
に
参
加
し
て
審
査
を
受
け
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

２
級

１
．
年
間
３
日
以
上
，
連
盟
・
支
部
が
主
催
す
る
大
会
の
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
を
つ
と
め

る
こ
と
。

２
．連
盟
が
指
定
す
る
研
修
会
に
参
加
し
て
審
査
を
受
け
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

Ⅲ
検
定
会
・
研
修
会
の
参
加
，
認
定
・
更
新
の
手
続
き
と
経
費

検
定
会
・
研
修
会
の
参
加

認
定
の
申
請

更
新
の
申
請

連
盟
本
部

へ
申
請
者

様
式

料
金

様
式

料
金

様
式

料
金

マ
ス
タ
ー

レ
フ
ェ
リ
ー

２
，５
００
円
以
上

２３
３０
，０
００
円

支
部
長

マ
ス
タ
ー

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー

２
，５
００
円
以
上

２３
２０
，０
００
円

支
部
長

１
級

１
２
，５
００
円
以
上

２３
５
，０
００
円

３４
３
，０
００
円
支
部
長

２
級

１
，５
００
円
以
上

２
３
，０
００
円

た
だ
し

高
校
生
２
，０
００
円

４
２
，０
００
円
支
部
長

ジ
ュ
ニ
ア

１
，５
００
円
以
上

５
１
，０
００
円

２
級
審
判
員
切
り
替
え

１
，０
００
円

支
部
長

Ⅳ
有
効
期
間

公
認
審
判
員
の
資
格
の
有
効
期
間
は
認
定
さ
れ
た
日
か
ら
６
年
で
あ
る
。
な
お
，
ジ
ュ
ニ
ア
審
判
員

は
中
学
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
２
級
審
判
員
の
切
り
替
え
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◆
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8
◆

◆
11

9
◆



別
表

（
財
）日
本
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟
公
認
用
具
用
品

及
び
施
設
造
成
会
社
一
覧

１
．
ボ
ー
ル

昭
和
ゴ
ム
譁

ナ
ガ
セ
ケ
ン
コ
ー
譁

（
上
記
の
マ
ー
ク
が
昭
和
ゴ
ム
は
赤
色
，
ナ
ガ
セ
ケ
ン
コ
ー
は
桜

桃
色
の
も
の
を
公
認
球
と
す
る
。）

２
．
ラ
ケ
ッ
ト
…
…
（
連
盟
の
公
認
マ
ー
ク
添
付
の
製
品
）

譁
カ
ワ
サ
キ
，
ミ
ズ
ノ
譁
，
昭
和
ゴ
ム
譁
，
ヨ
ネ
ッ
ク
ス
譁
，

譁
ゴ
ー
セ
ン
，
ヒ
ロ
ウ
ン
譁
，
譁
ダ
ン
ロ
ッ
プ
・
ス
ポ
ー
ツ

３
．
シ
ュ
ー
ズ
…
…
（
連
盟
公
認
メ
ー
カ
ー
の
製
品
）

譁
ア
シ
ッ
ク
ス
，
ミ
ズ
ノ
譁
，
ヨ
ネ
ッ
ク
ス
譁
，

譁
デ
ィ
ア
ド
ラ
・
ジ
ャ
パ
ン
，
譁
ナ
イ
キ
ジ
ャ
パ
ン
，

譁
ゴ
ー
セ
ン
，
譁
ダ
ン
ロ
ッ
プ
・
ス
ポ
ー
ツ

４
．
ガ
ッ
ト
…
…
（
連
盟
公
認
メ
ー
カ
ー
の
製
品
）

譁
ゴ
ー
セ
ン
，
東
亜
ス
ト
リ
ン
グ
譁
，

ヨ
ネ
ッ
ク
ス
譁
，
譁
ダ
ン
ロ
ッ
プ
・
ス
ポ
ー
ツ
，

ミ
ズ
ノ
譁

５
．
ネ
ッ
ト
…
…
（
連
盟
の
公
認
証
布
の
添
付
製
品
）

鐘
屋
産
業
譁
，
譁
ア
シ
ッ
ク
ス
，
松
本
製
鋼
譁
，

譁
寺
西
喜
商
店
，

譌
ミ
セ
キ
ネ
ッ
ト
製
作
所
，
昭
和
ゴ
ム
譁
，

高
須
賀
譁
，
テ
イ
エ
ヌ
ネ
ッ
ト
譁
，
鵜
沢
ネ
ッ
ト
譁

６
．
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
…
…
（
連
盟
公
認
メ
ー
カ
ー
の
製
品
）

譁
カ
ワ
サ
キ
，
ミ
ズ
ノ
譁
，
ヨ
ネ
ッ
ク
ス
譁
，
譁
ゴ
ー
セ
ン
，

譁
ア
シ
ッ
ク
ス
，
譁
ナ
イ
キ
ジ
ャ
パ
ン
，

譁
ダ
ン
ロ
ッ
プ
・
ス
ポ
ー
ツ
，
昭
和
ゴ
ム
譁

７
．
施
設
造
成
業
者
公
認
業
者
及
び
製
品
一
覧
表

盧
施
設
造
成
業
者

奥
ア
ン
ツ
ー
カ
譁
，
東
亜
道
路
工
業
譁
，
日
本
鋪
道
譁
，

日
本
道
路
譁
，
長
谷
川
体
育
施
設
譁
，

住
友
ゴ
ム
工
業
譁

盪
砂
入
り
人
工
芝
製
造
業
者
（
製
品
名
）

住
友
ゴ
ム
工
業
譁
（
オ
ム
ニ
コ
ー
ト
），

積
水
樹
脂
譁
（
サ
ン
ド
グ
ラ
ス
），

呉
羽
化
学
工
業
譁
（
グ
ラ
ン
ド
タ
ー
フ
），

大
塚
家
具
製
造
販
売
譁
（
ス
テ
ィ
ン
グ
レ
イ
），

譁
菱
晃
（
ダ
イ
ヤ
フ
ィ
ル
ス
ポ
ー
テ
ィ
ラ
ン
），

東
レ
譁
（
ス
パ
ッ
ク
サ
ン
ド
）

譁
エ
ス
デ
ィ
ー
テ
ッ
ク
（
ダ
イ
ヤ
ア
リ
ー
ナ
サ
ン
ド
）

公
認
用
具
用
品
及
び
施
設
造
成
会
社
一
覧

公
認
用
具
用
品
及
び
施
設
造
成
会
社
一
覧

◆
12

0
◆

◆
12

1
◆



M
E
M
O

M
E
M
O



ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

競
技

規
則

審
判

規
則

大
会

運
営

規
則

付
大
会
役
員
編
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

公
認
審
判
員
制
度
諸
規
程

編
集・
発
行
財
団
法
人
日
本
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
連
盟

〒
１５
０
―８
０５
０
東
京
都
渋
谷
区
神
南
１
―
１
―
１

岸
記
念
体
育
会
館
内

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０３

―３
４８
１
―２
３６
６（
代
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
０３

―３
４８
１
―５
０５
５

●
無
断
転
載
を
お
断
り
し
ま
す

◆
12

5
◆


